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新型インフルエンザに関する検疫ガイドライン（案）  

Ⅰはじめに  

1目的   

本ガイドラインは、「新型インフルエンザ対策行動計画」（以下「行動計画」という。）のう  

ち、「予防と封じ込め」対策を具体化するものとして作成したものである。フェーズ4A以降   

5Aまでにおいて、新型インフルエンザの羅患の有無の確認等をはじめとする検疫業務   

の酎ヒ等により、水際においてできる限りの侵入防止を図ることを目的とする。   

本ガイドラインに示された措置については、フェーズ4Aに移行した時点において、想定   

される感染性及び病原性等を評価した上で、世界保健機関の対応等、国際的な対応状   

況を勘案しながらガイドラインに示された措置の中から必要な措置を選択し、実施するも   

のとする。   

なお、フェーズ5B以降においては、検疫における水際対策及び早期対応戦略から、   

他の対策へ重点が移行するため、入国時の検疫対応等の縮小について検討するものと   

する。  

2 実施時期   

木方イドラインは、WHOの宣言に基づき、フェーズ4（ヒトからヒトヘの新しい亜型のイ   

ンフルエンザ感染が確認されているが、感染集団は小さく限られている）となり、新型イン   

フルエンザが検疫法（昭和26年法律第201号）（以下「法」という。）第34条の規定に基   

づき検疫感染症に指定された場合に、速やかに実施するものとするが、ヒトーヒト感染の   

発生が確認されたが、WHOのフェーズ4宣言が行われず、しかしながらフェーズ4と同   

様の国内対策を実施する必要が生じた場合にはおいても本ガイドラインを適用する。  

3 本ガイドラインの見直し等   

本ガイドラインに吉己述されている対策等については、新型インフルエンザが法第34条   

の規定に基づき検疫感染症に指定された際に、行動計画の「予防と封じ込め」の項に記   

述されている感染力及び病原性、また、臨床症状◆、疫学情報等に基づき、本ガイドライ   

ンの目的を達成するため、現時点で最も効果的な対策であるとの見地から記述してい   

る。   

従って、今後、新型インフルエンザ等に関する医学・科学的知見、検査技術の進展等   

に応じて、適宜、必要な修正・追加等を行い、ガイドライン等に反映させていくものとす   

る。   

＊ 一般的にインフルエンザは、発熱や呼吸器症状を伴うが、新型インフルエンザの症  

（案）  
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例定義はヒトーヒト感染発症時に改めて定義する。  

また、新型インフルエンザが確認された時点で、そのウイルスの遺伝的情報も明ら  

かとなると考えられることから、PCR検査による診断は可能という前提をおいてい  

る。   

なお、検査の実施手順（検体採取、検査方法等）については、別途定めることとす  

る。  

の自覚と積極的な協力が必要不可欠であることから、関係省庁及び関係各機関の、  
連携・協力をもって情報の共有を図り、広く国民の協力と理解を得るよう努めることと  

する。   

2 検疫所における対応 

世界各国の発生・流行状況を適切に把握しつつ、新型インフルエンザの発生・流行  

地域からの入国者については、検疫前の通報（法第6条）、健康状態質問票（以下、   

「質問票」という。別紙1。別紙2と両面刷り）、医師の診察（法第13条）を踏まえ、新型   

インフルエンザ疑い患者、濃厚接触者＝及び同乗者を、①法第16条の規定に基づ〈   

停留、法第15条の規定に基づく隔離、②法第18条の規定に基づく健康監視、居住地  

の自治体への通報により対応する。  

これらを実施するために、検疫所長は、危機管理に迅速に対応すべく、初動の防疫   

体制を日頃から構築しておく。各検疫所で作成している危機管理マニュアルにしたがっ  

て、指拝命令系統及び役割分担を事前に確認の上、危機管理時に備え、本ガイドライ   

ンにおける検疫対応を奉頭に置いた定期的な合同訓練等の実施により、外部から交   

卿り   

についても㈱こつい  

て、準備をしておく必要がある。  

＊＊濃厚接触者  

入国時、新型インフルエンザの感染を疑う者に同行した家族及び友人、渡航中  

弛もlこした集団・添乗員、搭乗（航行）中に世話をした乗務員（乗組員）、機内  

畔動きなどを勘案して適  

宜判卿  

3 検疫措置  

（1）新型インフルエンザを疑う者に対する措置  

鼻熟と咳を伴う入国者について、新型インフルエンザを疑う場合には、機内で検査材   
脚こよる検李を実施する（迅速診断キットが開発され次第   

スクリー卿  

㈱、ては、検疫所で実施することが原則で  

御  あるが、  

搬送が不適当な位置に所在する検疫所（支所及び出弓長所）lこついては、採取  

した検体について、最寄りの地方衛生研究所に依頼するなどにより実施でき  

る体制を整える（PCR法による遺伝子の検出を地方衛生研究所に依頼する  

Ⅱ 基本的事項  

1発生地域に係る出入国の制限  

基本的な考え方として、フェーズの進展（あるいは、ウイルスの感染性又は病原性等   

の変異）に応じて、帰国者への検疫対応の質と量を確保するため、  
（1）wHOにより、渡航自粛等の指定がなされた地域への渡航について、外務省はそ  

の危険性の程度や状況に応じ、感染症危険情報の発出を速やかに検討する。  
（2）新型イン蠣感染症危険情報を  

発出して退避を含めた安全対策について検討を呼びかける。また、退避を呼びかけ  

与野針こは、脚こ対し提供する。  

（3）発生地域の感染拡大の状況に応じ、発生地域から来航又は発航する船舶（特に  

客船・フェリー）及び航空機を制限するため、厚生労働省は、国土交通省を通じて航  
空会社等に対し、チャーター便等検疫飛行場以外への到着便について運航自粛を  

要請し、危険度に応じて、順次、国際定期便等の運行自粛の拡大掛ヒを検討する。  
（4）発生地域から来威する船舶・航空機については、損壊法第14条第2項の規定に  

脚こ応じて、  
幸市に国内検疫実施場所を指定（空港については成田及び関西、中部、福岡空港  
琴、貨物車邸掛：＝ついては検痩卿こついては横浜港、神  
巨準、卿と  

を検討する。  
上記対応を主体として、その状況等に応じ、集約方法やその時期等については、  

即金厚生労働省において、関係省庁及び自治体等との協議に基づき検討することと  

払  
検疫所業務管理室は、集約された場合の対応について、全国の検疫所からの応  

援態勢の確保について、事前に集約の方法に応じ、応援者の特定及びその業務内  
容、宿泊施設の確保等具体的に検討しておくものとする。また、要請があった場合に  

備え、省内外関係部局においては、医療チームの編成等について、他の医療梯関  
等からの応援による人員の確保に努めることとする。  

（5）発生地域から来航する船舶・航空機が、日米地位協定に基づき、在日米軍施設・  

醐こ入国する場合lこ備え、国は米国lこ対し、引き続き日米間で連携し、  

感染拡大価止のため在日米軍施設・区域内で適切な検疫措置が講じられるよう要  
貫青する1  

（6）新型インフルエンザ対策としての適切な検疫対応を実施する上で、国民一人一人  
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「  

にあたっては、瑚  

検査材料の採取後、当該者に対し、抗インフルエンザウイルス薬による治療投与を行  

うとともに、感染症指定医療機関へ搬 送する。  
PCR  

査を依頼する。また、検査結果が陰性の場合においては、当該者について停留措置の  

解除を行うが、潜伏期閣内は健康監視を実施する。  

（2）停留及び隔離（医療機関への入院等）   

検疫所長は、新型インフルエンザ疑い患者と判断した場合には、法第16条の規定に  

基づく停留を指示し、感染症指定医療機関に搬送し、委託停留を実施する。緊急その他  

やむをえない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の陰圧病床を有する病院又   

は診療所であって、検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことを原則と  

する。この際の停留期間は新型インフルエンザ発生地域を発航してから潜伏期間内とす   

る。また、PCR等の検査を実施し、検査の結果、新型インフルエンザと確定した場合には、   

法第15条の規定に基づく委託隔離を実施する。   

事前に委託医療機関との間で、連絡体制、搬送方法等を定めておくことが重要であ   

る。  

（3）濃厚接触者への対応   

新型インフルエンザ疑い患者に濃厚に接触したと考えられる者については、濃厚接触   

者がいる場合には、新型インフルエンザ疑い患者のスクリーニング検査の結果が判明す   

るまでの間、航空機内・船舶内若しくは空卦港湾施設内等、適切な場所（現在対応を検  

討中）にて待機させる。その間、濃厚接触者に対し、検疫官（医師）は、質問票を基に問診   

及び診察を行う。   

新型インフルエンザ疑い患者のPCR検査の結果、陽性が確認された場合には、医療   

機関（満床の場合は、自治体の協力を得て確保した入院代替施設等）において潜伏期閣   

内の停留を指示する。   

この間、当該濃厚接触者の中から、新型インフルエンザを疑う者が発生した場合には、   

PCR検査を実施し、必要に応じ感染症指定医療機関への搬送を実施する。   

また、新型インフルエンザ疑い患者のPCR検査の結果、陰性が確認された場合には、   

一時待機を解除するものとし、マスクを配付の上、潜伏期閣内について健康監視（①帰   

宅までの検疫所で配付されたマスクの着用を指示②一定期間の外出の自粛（禁止は   

要検討）③体温、身体に異状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。   

健康監視で対応する場合には、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事（保   

健所を設置する市又は特別区にあっては、市長及び区長とする。以下同じ）に、健康監   

視下にある旨を事前に通報し、状況に応じ自治体において健康状態の経過を観察する  

等の必要な協力を得ることとし、発症時における対応の迅速性を確保するものとする。  

（4）有症者が発生した船舶及び航空機に同乗していた者（濃厚接触者以外）への対応   

機側及び船内等において、質問票等の回収及びサーーモグラフィー等により健康状態を   

監視し、異状が確認された場合には医師による診察等を実施する。さらに、調査票（別紙   

2。別紙1と両面刷り）により氏名、連絡先等の確認を行い、マスクを配付の上、健康状態   

報告指示書（別紙3）に基づき、健康監視（①帰宅までの検疫所で配付されたマスクの着   

用を指示②一定期間の外出の自粛（禁止は要検討）③朝夕の体温報告、身体に異状   

をきたした場合の報告等にて対応するものとする。   

上記健康監視の指示をした者については、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府   

県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長及び区長とする。以下同じ）   

に、健康監視下にある旨を事前に通報し、さらには、健康状態の経過を観察する等の必   

要な協力を得ることとし、発症時における対応の迅速性を確保するものとする。   

ただし、③朝夕の体温報告については、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR検査   

結果が陽性の場合に限ることとし、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR検査結果が   

陰性の場合には、体温、身体に異状をきたした場合にのみ報告を受けるものとする。  

新型インフルエンザを疑う者のPCR等検査結果については、検査結果が判明次第、   

当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあ   

っては．市長及び区長とする。以下同じ）に、通報することとする。  

（5）有症者の発生がなく、発生地域から入国する船舶及び航空機の乗客への対応   

法第相集第2項の規定に基づき、調査票により氏名、連絡先等の確認を行い、マスク   

を配付の上．健康状儲報告指示書に基づき、健康監視①帰宅までの検疫所で配付され   

たマスクの着用を指示②一定期間 の外出の自粛（禁止は要検討）③体温、身休に異   

状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。 

検疫所において健康監視を実施している当該者から、帰宅後、健康状態に異状を呈し   

た旨の報告があった場合には、原則、法第18条第3項の規定に基づく通知書（別紙4）   

により、当該者の健康状態、当該者に対して指示した事項、並びに当該者から報告を求   

めた事項について居所の所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特   

別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。）に速やかに通知するとともに、検疫   

所業務管理室を通じて結核感染症課に報告する。  

（6）その他  

新型インフルエンザ発生国からの入国者と非発生国からの入   

いては、感染の拡大防止の観点から、例えば、対応空港検疫所   

フルエンザ発生国からの来航様については、専用到着ロを設定  

つ  

ン  

す  
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状況について、搭乗、乗船時にアナウンスし、理解と協力を得るよう協力を仰ぐ   

また、空港及び港湾における検疫業務に係る関係事業所等については、危機管理に   

備え、緊急時の連絡先の把握等、迅速な対応の体制確保を事前に行う。  

7 検疫業務に従事する検疫官等の安全確保   

検疫所内において、最前線の検疫業務嘩こ  

専念できるよう、感染予防、発症時の対応、家族への防護措置、公務災害の取扱等につ   

いて、具体的に説明を実施する等の対応を行うことが必要である。   

横疫官は、検疫業務を実施するにあたり、別添資料1卿こつし、   

て」に従い、必要な防護衣をあらかじめ備えておき、そⅥ装着方法等こついて習熟し  

ておLまた、検疫業務に従事した後の除染のための手洗いや消毒用エタノール等に   

よる手指の消毒、うがいの励行について、周知徹底を図る。   

新型インフルエンザの患者又は疑似症患者と接触歴があったことが確認された検疫所   

職員について、感染若しくは感染の疑いが生じた場合には、感染症法に基づく措置がと   

られることとなるが、その職員の医療措置等の確保については、あらかじめ具体的手順   

を定めることとする。   

なお、都道府県知事が実施する感染症法第15条の規定に基づく積極的疫学調査の   

対象となることから、調査が実施された場合には協力することについて、職員へ周知を   

図る。  

る必要がある。  

4 仮検疫済証の交付   

新型インフルエンザの発生地域を発航してから潜伏期間内に来航する航空機又はイ   

ンフルエンザ発生地域を出港若しくは発生地域に寄港してから潜伏期間内に我が国に   

来航する船舶については、検疫の結果、新型インフルエンザウイルスの国内への侵入の   

おそれがほとんどないと判断した場合に、潜伏期間を超えない範囲で、一定期間を定め、   

仮検疫済証を交付する。   

船舶においては、潜伏期閣内の我が国での寄港地リストの提出を求め、その間、健康   

状態に異常を呈した場合は検疫を実施した検疫所に速やかに報告するよう指示する。報   

告を受けた検痩所は、現在寄港している港の最寄りの検疫所及び所在地を管轄する都   

道府県知事に速やかに通知するとともに、検疫所業務管理室を通じて結核感染症課に   

報告する。  

5 情報の収集及び提供等   

適切な検疫対応を実施する上で、WHO等の国際機関、各国政府機関、又は、在外公   

館（大使館・総領事館等）を通じ、患者の発生地域等、迅速かつ正確な情報収集に努め   

ることは極めて重要である。検疫所業務管理室を通じ、これらの情報を入手した場合に   

は、それらの情報に基づき、迅速かつ的確な検疫対応を図るよう努める。   

また、新型インフルエンザ対策としての適切な検疫対応を実施する上で、国民一人一   

人の自覚と積極的な協力が必要不可欠であることから、検疫所は、検疫法第27条の2   

第1項の規定に基づき、出国者及び入国者に対し、新型インフルエンザの海外における   

発生の状況及びその予防方法に関する情報等について、各検疫所のホームページヘの   

掲載、各空港や港湾の検疫窓口及び出国ロビーにおけるポスターの掲示、／くンフレツト   

の配付、職員による注意の呼びかけ等、あらゆる広報手段を講じ、積極的に情報提供を   

行うこと。   

なお、新型インフルエンザ疑い患者若しくは確定患者等に関する報道機関等への対外   

的な対応は原則として厚生労働本省で行い、検疫所における対応が必要な場合には、   

検疫所業務管理室と協議の上、対応するものとする。  

6 関係機関等との連携  

検疫所は、検疫の実施に際し、新型インフルエンザの国内への感染拡大を防止するた   

め、本ガイドラインに基づき、関係機関、都道府県等との情報の共有、連携強化を図り、   

対応に当たる。例えば、航空会社、船舶事業者等を通じ、検疫強化に伴う国内での対応  

Ⅲ 検疫対応  

1航空機の検疫について  

（1）新型インフルエンザ発生地域から来航する航空機からの検疫前の通報により有症者   

がいることが把握できた場合、下記により対応するものとする。   

①到着前の対応について  

新型インフルエンザの患者発生国から来航する航空機からの検疫前の通報（検   

疫法第6条）により、有症者の発生報告を受けた場合には、到着前に航空機の長  

に、その患者が新型インフルエンザに感染したおそれがある看であると判断する   

ために必要な情報について再度確認し、その結果、新型インフルエンザ発症者の   

定義に合致する者が搭乗していることが把握できた場合には、航空会社等に、航   

空機内における感染防御対策が実施されていることを把握するよう努める。  

原則、機内検疫を実施するが、航空会社等関係者と協言義の結果、機内検疫に替わ  

る方法で検疫を行うことが可能と検疫所長が判断する場合には、この限りではない。  
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なお、当該航空機に対する検疫対応については、入国管理局、税関、航空局等、関   

係機関に対し情報提供を行う。  

②航空機到着前の指示事項  

検疫所長は、航空会社を通じて、航空機の機長に次の協力を求めることとする。  

・有症者には可能な限りマスクを着用させる等、飛散防止対策を講じること。   

・有症者の対応を行う乗務員はできるだけ、少人数の専属とし、マスク等を着用させ  

ること。  

・有症者と他の乗客との間隔を可能な限り空ける。有症者対応乗務員により、当該有  

症者を最後万座席等の、他の乗客と十分な距離が取れる場所に移動させること。   

一有症看と他の乗客の距離がとれない場合には、当該有症者周囲の乗客に対してマ   

スク着用等の予防措置を実施すること。  

・化粧室については、有症者に最も近い場所を専用とし、他の乗客の使用を禁止させ   

ること。  

なお、貨物専用機においては、この限りではない。  

③検疫の実施  

機内検疫の場合の実施手順は次のとおりである。なお、機内検疫に替わる方法  

で行う場合には、これに準じて実施すること。   

ア 検疫官は機内に赴き、有症者が他の乗客と離れているかどうか、周囲の乗客が  

適切にマスクを着用しているかどうかを確認する。また、法第12条の規定に基づき、  

全乗客・乗員に質問票及び調査票、健康状態報告指示書を配布し、記入を求める。   

イ 検疫官（医師）は、機内で、有症者に対し質問票を基に問診及び診察を行う。診  

察の結果、有症者が新型インフルエンザ疑い患者であると診断した場合には、その  

旨を検疫所長に連絡し、検疫所長は、検査材料の採取後、抗インフルエンザウイル  

ス薬の治療投与を実施する（対応について検討）とともに、新型インフルエンザ疑い   

尊者の停留措置（搬送、停留）の決定を行う。   

り 検疫官は、必要に応じ車椅子等を用いて、新型インフルエンザ疑い患者を機内  

から直接搬送車に誘導する。  

また、搬送準備等が整うまでの間は、各検疫所の状況に応じて、当該新型インフ  

ルエンザ疑い患者を適切な場所に待機させる。   

エ 濃厚接触者がいる場合には、新型インフルエンザ疑い患者のスクリーニング検査   

の結果が判明するまでの間、航空機内若しくは空港湾施設内等、適切な場所（現在  

対応を検討中）にて待機させる。その間、濃厚接触者に対し、検疫官（医師）は、質問  

票を基に問診及び診察を行う。  

新型インフルエンザ疑い患者のPCR検査の結果、陽性が確認された場合には、  

必要に応じ、医療機関（満床の場合は、自治体の協力を得て確保した入院代替施   

設等）において潜伏期問内の停留を指示する。   

この間、当該濃厚接触者の中から、新型インフル工ンザを疑う者が発生した場合   

には、PCR検査を実施し、感染症指定医療機関への搬送を実施する。  

また、新型インフルエンザ疑い患者のPCR検査の結果、陰性が確認された場合   

には、一時待機を解除するものとし、連絡先等の確認を行い、健康状態報告指示書   

に基づき、マスクを配付の上、潜伏期間内について健康監視（①帰宅までの検疫所   

で配付されたマスクの着用を指示②一定期間の外出の自粛（禁止は要検討）③   

休温、身体に異状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。   

健康監視で対応する場合には、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事  

（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長及び区長とする。以下同じ）に、   

健康監視下にある旨を事前に通報し、状況に応じ自治体において健康状態の経過   

を観察する等の必要な協力を得ることとし、発症時における対応の迅速性を確保す   

るものとする。  

ただし、③朝夕の休温報告については、当該新型インフルエンザを疑う者のPm   

検査結果が陽性の場合に限ることとし、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR検   

査結果が陰性の場合には、体温、身体に異状をきたした場合にのみ報告を受ける   

ものとする。  

新型インフルエンザを疑う者のPCR等検査結果については、検査結果が判明次   

第、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特   

別区にあっては、市長及び区長とする。以下同じ）に、通報することとする。  

オ 検疫官は、新型インフルエンザ疑い患者及び濃厚接触者の誘導後、同乗者につ   

いて機内にて、質問票等の回収及びサーモグラフィー等により健康状態を監視し、   

異状が確認された場合には医師による診察等を実施する。さらに、調査票（別紙2。   

別紙1と両面刷り）により氏名、連絡先等の確認を行い、マスクを配付の上、健康状   

態報告指示書（別紙3）に基づき、健康監視（①帰宅までの検疫所で配付されたマス  

クの着用を循示②一定期間の外出の自粛（禁止は要検討）③朝夕の体温報告、   

身体に異状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。  

上記、健康監視の指示をした者については、当該者の居住（所在）地を管轄する   

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長及び区長とする。   

以下同じ）に、健康監視下にある旨を事前に通報し、さらには、健康状態の経過を観   

察する等の必要な協力を得ることとし、発症時における対応の迅速性を確保するも   

のとする。  

ただし、③朝夕の体温報告に？いては、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR  
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新型インフルエン抑次   

第、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特   

訓革にあっては、市長及び区長とする。以下同じ）に、通報することとするL   

力 検疫官は、実施した措置について、検疫所業務管理室を通じて結核感染症課に  

報告する。   

キ 棟内及び機側検疫を実施している間は、航空機内のエアーコンディショニングは  

継続するよう要請し、その間、エアーの流出ロに整備担当者等が近づかないよう機  

長及び航空会社に指示を行う。  

④新型インフルエンザ疑い患者等に係る措置   

ア 搬送前の基本事項  

（ア）感染症指定医療機関（緊急その他やむをえない理由があるときは、感染症指  

定医療機関以外の陰圧病床を有する病院又は診療所であって、検疫所長が適   

当と認めるもの）には、到着時に適切な感染管理が行われるように、新型インフ  

ルエンザ疑い患者の情報、予想到着時間等を必ず事前に連絡する。  

（イ）入国管理局、税関等の関係機関及び自治体（空港の所在する保健所と医療機  

関の所在する保健所）にあらかじめ連絡する。  

（ウ）搬送経路は、安全で確実に通行できる経路が望ましい。  

イ 停留措置  

（ア）法第16条の規定に基づく停留措置を行うに当たっては、医師から本人にその  

旨を伝えた上で搬送を行う。  

（イ）搬送にあたって、新型インフルエンザ疑い患者に接触する検疫官等は、即添資  

料1「検疫時におけるPPEにフいて」に従い、必要な防護対策を行㌔  

（ウ）また、アイソレーションテント等を使用することで、遷幸云席と後部（ケアコン／トト  

メント）の間を仕切り、拡散を防止することが可能となる。   

り 消毒  

検疫官は、法第14条の規定に基づき、次の消毒措置を実施する。  

なお、消毒を実施する検疫官等は、別添資料1「検疫時におけ明  

細隻対策を行う。  

（ア）新型インフル工ンザ疑い患者の手荷物  

（イ）新型インフルエンザ疑い患者の座席周辺のシート、接触したトイレ、利用した食  

器等。  

エ濃厚接触者等の搬送  

感染した疑いが相対的に高いと診断された当該者については、搬送車により検  

疫官が医療機関（満床の場合は、自治休の協力を得て確保した入院代替施設等）  

に搬送することとする。  

搬送時には、当該者についてもマスクの着用を要請するとともに、検疫官につい  

ても、万一の感染防止の観点かち、別添資料1「検疫時におけるPPm  

従い、必要な防護対策を行うL   

オ健康監視対象者からの報告に対する対応  

検疫所において健康監視を実施している当該者から、帰宅後、健康状態に異常  

を来した報告があった場合には、原則、法第18条第3項の規定に基づく通知書に  

ょり、当該者の健康状態、当該者に対して指示した事項、並びに当該者から報告を  

求めた事項について居所の所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市  

又は特別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。）に速やかに通知すると  

ともに、検疫所業務管理室を通じて結核感染症課に報告する。  

ただし、あらかじめ、健康状態の経過観察等について、自治体の協力が得られて  

いる者を除く。  

（2）検疫前の通報により有症者がいないとの報告があった場合  

検疫官は、新型インフルエンザ発生地域から来航する航空機の機長から、法第11   

条第2項の規定に基づく書類の提出及び呈示を求め、機内に有症者がいないことを   

書面（明告書等）で確認する。   

①質問票及び体温測定  

検疫官は、横側にて新型インフルエンザ発生地域から来航する全乗客・乗員から質   

問票を回収し、健康状態や入園前の新型インフルエンザヘの曝露状況について確認   

するとともに、サーモグラフィーや放射体温計等により体温測定を実施し、発熱者の発   

見に努める。  

また、法第18条第2項の規定に基づき、調査票により氏名、連絡先等の確認を行い、   

マスクを配付の上、健康状態報告指示書に基づき、健康監視①帰宅までの検疫所で   

配付されたマスクの着用を指示②一定期間の外出の自粛（禁止は要検討）③体温、   

身体に異状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。  

帰宅後、健康状態に異状を呈した旨の報告があった場合には、直ちに検疫所業務   

管理室を通じて結核感染症課に報告するとともに、法第18条第3項の規定に基づく通   

知書（別紙4）により、当該者の健康状態、当該者に対して指示した事項、並びに当該   

者から報告を求めた事項について居所の所在地を管轄する都道府県知事（保健所を   

設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。）に速やかに通  
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知すること。  

②有症者等への対応  

質問票等から、有症者が確認できた場合には、ただちに医師による問診、診察等を  

行なう。この結果、医師が新型インフルエンザ疑い患者と診断した場合には、Ⅲ－1－   

（1）－③以降に従って措置を行う。  

（3）その他   

出国エリア（乗り継ぎ）の乗客に対しては、可能な限り発生地を経由した、あるいは発   

生地に滞在していた者に対し申告を呼びかける。また、出国エリアにおける地上勤務職   

員等の協力を得て、患者の把握に努めることとし、有症者が、治療等のため入国を希望   

する場合には通常検疫により発見された場合と同様、Ⅲ一卜（1ト③以降の手続きに従   

い取り扱う。  

2 船舶の検疫について  

（1）検疫前の通報により新型インフルエンザ発生地域から潜伏期間内に来航し、かつ有   

症暑が乗船していることが確認された場合  

到着前に船舶の長に、その有症者が新型インフルエンザに感染したおそれがある   

看であると判断するために必要な情報について再度確認を求め、その結果、新型イ   

ンフルエンザの感染を疑う者が乗船していることが把握できた場合には、検疫港   

以外の港へ入港するための事前の許可を受けている場合であっても、検疫所長は、法   

第14条第2項の規定に基ブき、検疫港において臨船検疫又は着岸検疫を実施するこ   

と。  

また、検疫所長は、船舶代理店等を通じ当該船舶に対し、検疫法第8条3項の規   

定により、臨船検疫又は着岸検疫を実施する旨を指示するとともに、適切な予防   

対策が講じられていることを確認する。   

着岸検疫は、白日の天候等の理由や患者の搬送が難しい場合に実施することとし、   

事前に港湾管理者、海上保安部署等と協議し、対応する埠頭、場所等を決定しておく。   

①船舶到着前の指示事項  

新型インフルエンザの発生地域から潜伏期閣内に来航する船舶内で、乗客または乗   

組員に、有症者がいるとの通報があった場合には、検疫官は、船舶代理店を通じて、   

当該船舶に対し、臨船検疫又は着岸検疫を実施する旨を連絡するとともに、次の事項   

を指示する。  

ア 有症者は個室で、隔離を実施すること。なお、個室がない場合には、可能な限りマ  

スクを着用させる等、飛散防止対策を講じること。  

イ 有症者と接触する者は限定し、感染防止対策（マスク、手袋、手洗い、うがい等）を  

実施すること。   

り 有症者について朝夕の体温と症状、使用した薬剤の記録及び報告を行うこと。   

エ有症者の使用するトイレを限定し、適宜消毒を実施すること。消毒には消毒用アル  

コール又は次亜塩素酸ナトリウム液等、適切なものを用いること。   

オ船舶代理店を通じて本船に質問票（別紙1）をFAXまたは電子メールにより送付し、  

検疫前に全乗客、全乗組員が質問票に記入すること。   

力 その他の同乗者は、手洗い、うがいの励行とマスクを着用する。   

キ 状況に応じて、エアーコンディショナーの停止を指示する。  

②関係機関、水先人等への情報提供等   

ア 検疫官は、海上保安部署及び水先人（ハーバー／くイロット、ベイパイロット）等、入   

国を目的としているが、沖合を航行し検疫を受けていない船舶に乗船する関係機関   

に対して、新型インフルエンザの発生・流行地域、流行状況、伝播様式、症状、予防   

方法等の詳細な情矧こついて随時提供を行うとともに、以下の指示を行う。   

・乗船時に、マスクや手袋の着用を指導する。   

・検疫官と同時に乗船する場合には、法第5条の規定に基づき、検疫が終了する  

まで水先人等を下船させない。さらに、下船時には検疫官が除染を行う。  

③臨船検疫等の実施   

ア 検疫官は、海上保安部署、港湾管理者等に対して、新型インフルエンザ疑い患者  

が乗船している可能性があるため、臨船検疫又は着岸検疫を実施する旨を連絡す  

る。さらに、有症者の重篤度に応じて必要な機材を準備する。   

イ 検疫官は、船舶の長及び衛生管理者等から、有症者、濃厚接触者及び同乗者（乗  

客、乗組員）の状況説明を受けるとともに、調査票（別紙2）及び健康状態報告指示書   

（別紙3）を配付し、記入させる。   

り 検疫官（医師）は、当該船舶の個室において、有症者に対し質問票を基に問診及  

び診察を行う。診察の結果、有症者が新型インフルエンザ疑い患者であると診断し  

た場合には、その旨を検疫所長に連絡し、検疫所長は、検査材料の採取後、抗イン  

フルエンザウイルス薬の治療投与を実施する（対応について検討）とともに、新型イン  

フルエンザ疑い患者の停留措置（搬送、停留）の決定を行い、検疫官に対して、医療  

機関への搬送準備を指示する。   

エ 濃厚接触者がいる場合には、新型インフルエンザ疑い患者のスクリーニング検査  

の結果が判明するまでの間、船舶内内若しくは港湾湾施設内等、適切な場所（現在  

対応を検討中）にて待機させる。その間、濃厚接触者に対し、検疫官（医師）は、質問  

票を基に問診及び診察を行う。  

新型インフルエンザ疑い患者のPCR検査の結果、陽性が確認された場合には、  
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捏李結果が陽性の場合に限ることとし、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR検   

査繹果が陰性の場合には、体温、身休に異状をきたした場合にのみ報告を受けるも   

のとする。  

新型インフルエンザを疑う者ゐp℃R等検査結果については、検査結果が判明次   

募画寺   

即画  

力 検疫官は、実施した措置について、検疫所業務管理室を通じて結核感染症課に   

報告するとともに、海上保安部署、港湾管理者等、関係各機関へ情報提供する。  

④新型インフルエンザ疑い患者の停留措置   

ア搬送前の基本的事項  

（ア）感染症指定医療機関（緊急その他やむをえない理由があるときは、感染症指  

定医療機関以外の病院又は診療所であって、検疫所長が適当と認めるもの）に  

は、到着時に適切な感染管理が行われるように、新型インフルエンザ疑い患者  

の情報、予想到着時聞等を必ず事前に連絡する。  

（イ）入国管理局、税関等の関係機関及び自治体（港の所在する保健所と医療機  

関の所在する保健所）にあらかじめ連絡する。  

（ウ）搬送経路は、安全で確実に通行できる経路を選ぶ。   

イ 停留措置  

（ア）法第16条の規定に基づく停留措置を行うに当たっては、医師から本人にその  

旨を伝えた上で搬送を行う。  

（イ）魅幽妾蝕する検疫官等は、別添資  

料1「検疫時におけるPPEについて」に従い、必要な防護対策を行㌔  

（ウ）また、アイソレーションテント等を使用することで、運転席と後部（ケアコン′ミー  

トメント）の間を仕切り、拡散を防止することが可能となる。   

り 消毒   

検疫官は、法第14条の規定に基づき、次の消毒措置を実施する。   

なお、消毒を実施する検疫官等は、別添資料1「検疫時におけるPPEm   

従い、必要な防護対策を行㌔   

（ア）新型インフルエンザ疑い患者の手荷物   

（イ）新型インフルエンザ疑い患者の居室、使用した洗面所、トイレ等   

工濃厚接触者等の搬送  

感染した危険性が高いと診断された当該者については、搬送車等により検疫官が   

医療機関（満床の場合は、自治体の協力を得て確保した入院代替え施設等）に搬送   

することとする。  

必要に応じ、船舶内若しくは医療機関（満床の場合は、自治体の協力を得て確保し  

た入院代替施設等）において潜伏期間内の停留を指示する。   

この臥当該濃厚接触者の中から、新型インフルエンザを疑う者が発生した場合  

には、PCR検査を実施し、感染症指定医療機関への搬送を実施する。   

また、新型インフルエンザ疑い患者のPCR検査の結果、陰性が確認された場合に  

は、一時待機を解除するものとし、マスクを配付の上、潜伏期閣内について健康監  

視（①帰宅までの検疫所で配付されたマスクの着用を指示②一定期間の外出の   

自粛（禁止は要検討）③体温、身体に異状をきたした場合の報告等にて対応する   

ものとする。   

健康監視で対応する場合には、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事  

（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長及び区長とする。以下同じ）に、   

健康監視下にある旨を事前に通報し、状況に応じ自治体において健康状態の経過   

を観察する等の必要な協力を得ることとし、発症時における対応の迅速性を確保す   

るものとする。   

ただし、③朝夕の体温報告については、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR  

検査結果が陽性の場合に限ることとし、当該新型インフルエンザを疑う者のPCR検   

査結果が陰性の場合には、体温、身体に異状をきたした場合にのみ報告を受ける   

ものとする。   

新型インフルエンザを疑う者のPCR等検査結果については、検査結果が判明次   

第、当該者の居住（所在）地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特   

別区Iこあっては、市長及び区長とする。以下同じ）に、通報することとす㌫  

オ 検疫官は、新型インフルエンザ疑い患者及び濃厚接触者の下船後、同乗者につ   

いて船内にて、質問票等の回収及びサーモグラフィー等により健康状態を監視し、   

異状が確認された場合には医師による診察等を実施する。さらに、調査票（別紙2。   

別紙1と両面刷り）により氏名、連絡先等の確認を行い、マスクを配付の上、健康状   

態報告指示書（別紙3）に基づき、健康監視（①帰宅までの検疫所で配付されたマス  

クの着用を指示②一定期間の外出の自粛（禁止は要検討）③朝夕の体温報告、   

身体に異状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。   

上記、健康監視の指示をした者については、当該者の居住（所在）地を管轄する   

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長及び区長とする0   

以下同じ）に、健康監視下にある旨を事前に通報し、さらには、健康状態の経過を観   

察する等の必要な協力を得ることとし、発症時における対応の迅速性を確保するも   

のとする。  

ただし、③朝夕の体温報告については、当該新型インフルエンザを疑う者のm  
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搬送時には、当該者についてもマスクの着用を要請するとともに、検疫官につい   

ても、万一の感染防止の観点から、別添資料1「検疫時におけるPPEについて」に従  

い、必要な防護対策を行う。   

オ健康監視対象者からの報告に対する対応  

検疫所において健康監視を実施している当該者から、帰宅後、健康状態に異状を   

呈した旨の報告があった場合には、直ちに検疫所業務管理室を通じて結核感染症課   

に報告するとともに、法第18条第3項の規定に基づく通知書（別紙4）により、当該者   

の健康状態、当該者に対して指示した事項、並びに当該者から報告を求めた事項に   

ついて居所の所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあ   

っては、市長又は区長とする。以下同じ。）に速やかに通知すること。  

ただし、あらかじめ健康状態の経過観察等を自治体の協力が得られている者を除  

く。  

（2） 検疫前の通矧こより新型インフルエンザ発生地域から潜伏期閣内に来航し、かつ   

有症者が乗船していないとの報告があった場合  

客船（貨客船も含む）については、検疫港（状況に応じて入港場所を指定）に  

おいて、臨船検疫又は着岸検疫を実施する。  

貨物船については、新型インフルエンザの侵入防止に万全を期すために、船舶  

代理店等を通じ、船舶の長に、有症者と判断するために必要な情報について改め  

て確認を求め、該当者がいない旨、確認がとれた場合において、あらかじめ検  

疫港以外の港へ入港するための事前の許可を受けている場合であっても、法第14  

条第2項の規定に基づき、検疫港への入港に限り無線検疫により対応することと  

する。  

また、乗組員等の潜伏期間内の上陸は、関係各機関等との連携の基に禁止する  

ものとする。   

①乗員・乗客の検疫  

検疫官は、船内にて新型インフルエンザ発生地域から来航する全乗客・乗員から質  

問票を回収し、健康状態や入園前の新型インフルエンザへの曝露状況について確認  

するとともに、サーモグラフィーや放射体温計等により体温測定を実施し、発熱者の  

発見に努める。  

また、法第18条第2項の規定に基づき、調査票により氏名、連絡先等の確認を行  

い、マスクを配付し、健康状態報告指示書に基づき、健康監視①帰宅までの検疫所で  

配付されたマスクの着用を指示②一定期間の外出の自粛（禁止は要検討）③体温、  

身体に異状をきたした場合の報告等にて対応するものとする。  

帰宅後、健康状態に異状を呈した旨の報告があった場合には、直ちに検疫所業務  

管理室を通じて結核感染症課に報告するとともに、法第18条第3項の規定に基づく   

通知書（別紙4）により、当該者の健康状態、当該者に対して指示した事項、並びに当   

該者から報告を求めた事項について居所の所在地を管轄する都道府県知事（保健所   

を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。）に速やかに  

通知すること。  

②有症者等への対応  

①の質問票等から、有症者がいた場合には、直ちに医師による問診、診察等を行な   

う。この結果、医師が新型インフルエンザ疑い患者と診断した場合には、Ⅲ－2－（1ト   

③以降に従って措置を行う。  

（3）新型インフルエンザの発生地域を発航し、潜伏期間を過ぎた後に来航する場合  

客船（貨客船も含む）については、検疫港において臨船検疫又は着岸検疫を実   

施すること。貨物船については、新型インフルエンザの侵入防止に万全を期すた   

めに、船舶代理店等を通じ、船舶の長に、有症者と判断するために必要な情報につ   

いて改めて確認を求め、該当者がいない旨、確認がとれた場合において、無線検   

疫により対応することとする。   

①質問票及び健康管理カード  

客船については、全乗客・乗員に質問票を配付し、船内で記入を求め、質問票を回   

収し、健康状態や入園前の新型インフルエンザヘの曝露状況について確認するととも   

に、サーモグラフィーや放射体温計等により体温測定を実施し、発熱者の発見に努め   

る。  

マスク及び健康管理カード（別紙5）を配布し、健康上の注意点、発症後の対応等に   

ついての助言を行う。  

Ⅳ その他  

1密入国者及び難民等に対する対応  

検疫を実施するにあたっては、海上保安庁等の協力を得て、検疫職員の安全を確保   

した上で実施すること。感染症又は感染を疑う患者が確認された場合には、Ⅲ－2－（1ト   

④により、隔離、停留等、必要な措置を行う。  

なお、国内において当該者が発見された場合には、「不法入国者臨時衛生措置要領」   

に従い、関係棲関と連携し対応すること。  

2 関係機関への協力要請   

（1）警察への協力要請  
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検疫業務を実施するにあたり、検疫所職員が、帰国者から暴行等、職務の遂行に   

支障をきたす行為を受けた場合、又は、職務の遂行が困難であると予想された場合に   

おいて、必要に応じ警察官の派出を求める等、円滑な業務の確保に向け、連携を強   

化する。  

（2）海上保安庁への協力要請   

海上保安庁に対し、巡視船等による新型インフルエンザ感染者及び感染した疑い   
のある者について、検疫所等から搬送を要請した場合には、当該職員に対し、感染防   
止対策、搬送後の消毒、職員の健康管理等について助言を行うとともに、必要に応じ・   

機材等の提供を行なうこととする。  

3 関係機関への協力要請   

地方自治体、感染症指定医療機関等における検疫業務への積極的な協力が不可欠  

なことから、本省から予め連携・協力を事前に要請することとする。  

4 消毒薬   

消毒に用いる薬品は、消毒用アルコール又は次亜塩素酸ナトリウム製剤（濃度  

100ppm以上）等とする。アルコールを使用する場合はその濃度を保持するために、使用  

時以外はアルコール収納容器を常に密封しておく。   

消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭き  

取る。消毒薬を噴霧する場合は、消毒薬で濡れていない箇所がないくらい十釧こ噴霧を  

行い、その上で当該箇所を布等で拭き取る。また、アルコールは引火性、次亜塩素酸ナ  

トリウム製剤は、腐食性があるので注意する。   

なお噴霧により、病原体を拡散させる恐れもあるので注意する。  

5脚析   
国中における新型インフルエンザ発症例について、積極的疫学調査等の結果を国にお  

いて集約し、検疫対応の効果を検証し、必凛に応じ、検疫対応を見直すものとする。  

別紙1  

厚生労働省・検疫所  

健康状態質問票  

氏名   

パスポート番号  性別 □男 □女  年齢  

職業  

座席番号  便名   到着月日  

渡航された国名（滞在地域及び渡航地域名）（過去4日）  

日本及び本国での住所、連絡先  

日本：  

」：しゴ三 

本国：  

宣ご㌧造⊥：－‥ 

○あなたの健康状態について、記入してください  

□あり □なし  

□ありロなし  

□ありDなし  

発熱（ ℃）  

激しい咳・呼吸困難等  

解熱剤等薬剤の使用の有無  

○新型インフルエンザの疑いのある人との到着前 日以内の接触状況   

について、記入してください   

①新型インフルエンザの流行地域へ滞在・立ち寄りましたか。  

□あり口なし   

②新型インフルエンザ疑いで入院した患者を見舞うなど、接触が  
ありましたか。   ……………・・  □ありロなし  

上記のとおり申告いたします。  年  月  日  

署名   

この質問票は検疫法第12条に基づく検疫手続を簡略化するためのも  

のですから、正確に記入して下さい。   

質問に答えなかった方又は虚偽の申告をした方は、検疫法第36条第  

3号の規定により懲役又は罰金に処されることがあります。  
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別紙2  別紙3  

日本に入国された方へ  

（健康状態報告指示書）  

○本日から以下に定める期間中は、次の項目に従ってください。  

・下記の期間中は、毎日2回（朝、夕）体温測定を行い、下記連  

絡先へ報告下さい。  

・期間中、発熱又は激しい咳、呼吸困難などの呼吸器症状があらわれ  

た場合は直ちに、  

①あなたの名前、整理番号を確認の上、下記連絡先（検疫所）へ現在  

の状伝えた上で、検疫所担当官の指示に従ってください。  

②最寄りの保健所又は医療機関へ連絡し、受診先や受診方法等を相談の上、医療機  

関を速やかに受診してください。  

・この期間の最終日よりも前に出国される場合には、出国時に  

下記の連絡先へ電話し、出国される旨を連絡してください。  

○あなたの整理番号  

調査票   

太枠内を記入して下さい。   

○検疫所への報告が必要な期間：   月  日まで。  

この質問は、検疫法第18粂第2項に規定するものですから、正確に記入して下さ  

い。なお、検疫所に報告いただいた情報については、個人情報の保護のため厳重に管  

理します。   

また、質問に答えなかった方又は虚偽の申告をした方は、検疫法第36粂第7号の  

規定により懲役又は罰金に処されることがあります。  

検疫所記入欄  

注1）この報告は、検疫法第18粂第2項に規定するものですから、正   

確に報告して下さい。報告しなかった方又は虚偽の報告をした方は、   

検疫法第36粂第7号の規定により懲役又は罰金に処されることが   

あります。  
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別紙4  別紙5  

新型インフルエンザの発生地域に  
滞在された入国者の方へ  

1．新型インフルエンザの潜伏期間は政令日といわれて   
います。その期間内は、念のため、以下のような対応   
をしてください。   

（1）入国後政令日間は朝夕の体温測定を実施し、ご自   
身の健康状態を確認してください。   

（2）帰宅後外出する際には、万一に備え、拡散防止の   
ため、配布したマスクを着用するようご協力下さい。   

（3）下記の症状が一つでも発現したら、新型インフル   

エンザ発生地域からの帰国であることをあらかじめ保   
健所に告げてから、受診先等を相談し、医師の診察を   

受けてください。   
・発熱 ・激しい咳、呼吸困難などの呼吸器症状  

2．家族等にも上記症状が発現したら、最寄りの保健所   
又は医療機関に電話で連絡し、その指示に従って下さ   
い。その際、あなたが発生地域から帰国した旨を申し   
添え下さい。  

通  知  書  

年  月  日  時  分  

殿  

（都道府県知事）  

検疫所長  

検疫法第18条第3項の規定に基づき、次のとおり通知します。  

に応じて、本紙を医療機関にお持ち下さい。  

厚 生 労働省・検 疫 所  
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■■  

新型インフルエンザ対策（フェーズ4以降）における  

サーベイランスに関するガイドライン（案）   

1．目的   

○ サーベイランスとは、疾病の発生状況やその推移などを継続的に監視するこ  

とにより、疾病対策の企画、実施、評価に必要なデータを系統的に収集、分析、  
解釈し、その結果を関係者に迅速かつ定期的に還元することにより、効果的  
な対策に結びつけるものである。   

○ 新型インフルエンザは、いつどこで発生するかは不明であるが、国内での発  
生をサーベイランスによって可能な限り早期に探知し、感染拡大防止を図るこ  

とは被害を最小限に抑えるために極めて重要である。   

○ また、感染が拡大してしまった際には、サーベイランスによって拡大の状況や  

当該感染症の特徴を把握し、行政の感染拡大防止戦略策定、臨床現場にお  
ける治療方針の策定、地域住民への情報提供に役立てることが必要不可欠  

である。   

2．各種サーベイランスの概要（別表参照）   

1）疑い症例調査支援システム  

疫学的リンクや異常な症状から、新しい亜型のインフルエンザ患者を発見する  
ために、疑われる症例を診断に結びつけていくサーベイランス。   

2）症候群サーベイランス  

医師の確定診断を待たず、特定の症状をもつ患者数を把纏することにより、当  
該症状患者の急増を発見し、感染症の流行を早期に探知するサーベイランス。  

（案）  

新型インフルエンザ対策（フェーズ4以降）における  

サ ー  ベ イ ラ ン ス ガ イ ド ラ イ ン  

・外来受診時症候群サーベイランス   

外来受診時に38虔以上の発熱かつ呼   

に報告するサーベイランス  

・入院時肺炎症候群 サーベイランス  

ミを呈した症例をすみやか   

入院を要するような重症の肺炎の患者をすみやかに報告するサーベイランス  
3）クラスターサーベイランス  

医療機関における類似の症状を呈する3人以上の患者が存在し、相互に疫学   

的な相関関係がある、または患者の一人が医療従事者である場合を報告する   
ことにより家族内集積事例や医療機関内での集積事例など集団感染の発生を   
把握するサーベイランス。症候群サーベイランスに次いで早期探知、早期対応   
に役立つ。  

4）パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス  

新型インフルエンザ第1例が発生した際、早期対応戦略を行うが、それが効  

を奏さず、感染が拡大した場合、インフルエンザ様疾患症状による定義（症候  

群）を報告することにより、患者数を継続的にモニタリングするサーベイランス。  

継続的にモニタリングすることにより、感染の拡大の様子を把握することが可能  

となり、拡大防止策の検討に役立つ。方法は外来受診時症候群サーベイランス  
と同じ。  

5）／くンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランス   

死亡患者数を迅速に報告するサーベイランス。罷愚息者敷から致死率を推定し、  

致死率の高低に応じ、臨床現場や国民への情報提供、その他の対策立案に役  

新型インフルエンザ専門家会議  

平成19年3月14日版  
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立てる。   

6）予防接種副反応迅速把握システム  

ワクチンの副反応を報告し、その後の接種縫続の是非等の判断に役立てる。   
7）ウイルス学的サーベイランス  

流行している新型インフルエンザウイルスの抗原性、遺伝子型、抗ウイルス薬  
への感受性を調べ、ワクチンの効果や治療方法の評価に役立てる。   

8）臨床経過情報共有システム  

新型インフルエンザ患者の病態、臨床経過、治療成績等のインターネット上の  
webに入力し、ホームページを通じて医療従事者間で診断・治療方法等につい  

て情報共有を図るシステム。   

3．基本的な戦略   

○ 現在行われている「感染症サーベイランスシステム（NESID）疑い症例調査支  

援システム」は、現状では、H5Nl亜型が対象となっているが、接触歴・渡航歴  

等疫学的相関とインフルエンザ（H5Nl）要観察例に類似の臨床症状を呈する  

症例については、検査室診断に結びつけることによって、本邦における新しい  
亜型のインフルエンザ第一例を探知することができる。仮にH5Nl以外の亜型  

であっても同様の方法で実施する。（「厚生労働省結核感染課長による感染症  

発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」（平成柑年∵＝月22日健  

感発第1122003号））   

○ 想定外の状況で新型インフルエンザが国内で発生し、上述のシステムで探知  

できない場合、早期にそれを探知するために症候群サーベイランスやクラスタ  
ーサーベイランスを実施する。   

○ 新型インフルエンザの発生が確認され、早期対応戦略を実施するにあたって  
は、当該地域や隣接する地域において、「感染症サーベイランスシステム（NE  

SID）疑い症例調査支援システム」を強化する。  

早期対応戦略によって感染拡大を防ぐことができなかった場合、患者数や  
死亡者数、空き病床や重症患者の罷患状況、予防接種の有効性や副反応の  
状況、ウイルスの抗原性、遺伝子型、抗ウイルス薬への感受性などに関する  
情報を各サーベイランスによって把握し、感染拡大防止策策定・改定に役立  
てるとともに当該情報を医療従事者や国民に提供する。従来の週単位での5  

類感染症に関する定点におけるインフルエンザ患者の届出は、フェーズ4日の  

段階で定点の数を増やし、週単位の報告を1日1回毎とし、パンデミック時イ  

ンフルエンザ様疾患サーベイランスに移行する。   

O NESIDへのアクセス権を有する厚生労働省本省及び国立感染症研究所、都  

道府県（政令市、特別区、保健所設置市を含む）本庁、保健所、地方衛生研  

究所、地卿こよ  
り醐こおける新型  
インフルエンザ対策へ反映軌  

（別表）  

使用システム  フェーズ3A  フェー・・ズ4A  フェー・ズ68   サーベイランス名跡  

NESID疑い症例調査支援  疑い例調査支援システム  

NES】D症候群サーベイランス  外来受診時症侯群サー′くイランス  

インフルエンザ  
NESID症候群サーベイランス  入院時肺炎症候群サーベイランス  

クラスター・サーベイランス  

パンチミック時死亡迅速把應システム  NESID発生動向調査インフルエ  
ンザ関連死亡者数報告機能  

NESID症候群サーベイランス   

NE5ID病原体サーベイランス  

予防接種劇反応迅速把振システム  

パンチミック時ウイルス学的サーベイランス  

※NESID：感染症サーベイランスシステム  

各サーベイランスの実際（別添参照）  

－27－  －28－   



野
．
．
 
，
 
 

（別添）  

疑い症例調査支援システム   

1．システムの目的   

■感染症発生働向調査システムのサブシステムとし、大規模な流行の可  

新型インフルエンザ患者発生時のサtベイランスの概念  

幽
鮎
 
 

新型インフルエンザ様症状の患者  る感染症に感染した疑いがある患者に関する情報（行  

慧
 
慧
酬
 
 

に置く）を管理登鼓することを目的とするn 

イ要観察例」など発見された場合、医療機   

2．システムの運用  

・保健所は同システムに患者を登録する。  

・都道府県等、厚生労働省、国立感染症石   
報（患者情報、臨床情報、渡航歴、行動履  

慧
 
 

医療機関  
○要観察例の診断  

・380c以上の発熱および急性呼吸器症状がある看  

・新型インフルエンザ患者等との接触歴  
・原因不明の肺炎、若しくは原因不明の死亡例  

○新型インフルエンザ妻板察例と疑う場合、保健所への情報提供  
○検体採取（咽頭拭い液等）  

汗究所は同システムに登録された患者1  

歴、接触者情報等）を共有し、対応する  

3．対象とする疾患   

新型インフルエンザ  

4．対象組織  

・保健所  
・都道府県及び保健所を設置する市又は特別区  
・地方衛生研究所  
・国立感染症研究所感染症情報センター  

・厚生労働省  

保健所  
○医療機関から患者検体を確保し、地方衛生研究所へ搬入  
○要観察例の任意情報による感染症サーベイランスシステム  

（NESID）疑い症例調査支援システムヘの登録  

検査陰性  

保健所：医療機関へ報告  

保健指導  

地方衛生研究所  

○検体のRT－PCR等遺伝子検査  芦  

検査陽性（新型インフルエンザウイルス亜型陽性）  

5．アクセス権  

（ア）個別データの参照  

システムのデータは個人   

アクセス権を設定する。  

地方衛生研究所  

○疑似症として感染症サーベイラ   
ンスシステム（NES【D）疑い症例   

調査支援システムヘ登録  

○保健所へ報告  

○検体を国立感染症研究所ウイ   
ルス第三部への送付  

匝  
むため、対象組織ごと、組織内ユーザごとに  

（イ）具体例  

・国立感染症研究所は個別のデータは参照可能であるが、他の機関は個別デ   
ータにアクセスできるのは特定のユーザのみとするこ  
・集計データは厚生労働省、国立感染症研究所、検疫所で全て参照できる㌢  

・都道府県等は、全国集計デ卿ただし、対象感染症が   
発症する都道府県等は同都道府県および感染症発生都道府県の集計データを   
参照することが出来る。  

・保健所は、全臥所属都道府県、感染症発生都道府県、管内保健所の集計デ   
ータを参照可能であるが、その他の情報については参照できない。  

国立感染症研究所ウイルス第三部  
○新型インフルエンザウイルス遺伝子の確認  
○感染症サーベイランスシステム（NESID）疑い症   

例調査支援システムヘの検査結果の登録  

ONESIDシステムによる情報共有（都道府県等、国）  

○積極的疫学調査・サーベイランス情報によって、新   
型インフルエンザの感染状況の確認・評価  
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・全施設  

（2）保健所   

・国のフェーズ4A宣言時より管轄の医療機関での登録状況を継続的に確認  

する。   
・異常な患者数の増加を認めた場合、あるいはシステムが自動的に異常な患  

者数の増加を探知した場合には、確認を行い、新型インフル工ンザが疑わ  

れた場合には迅速に対応する。  
早期対応戦略中止に伴い中止し、パンデミック時インフルエンザ様疾患サー  
ベイ‾ンスに ‾する  

（3）都道府県等   

・フェーズ3Aの段階で管轄の医療検閲の中から地理的分布を考慮し、報告  

医療機関を指定し当該医療機関をNESID症候群サーベイランスシステムに  

おける外来受診時症候群サーベイランスに医療機関の同意を得た上で登録  

する。また、保健所、協力医療機関等関係部局を集めて講習会を実施する  
都道府県等、保健所での担当者のメールアドレスを都道府県等でとりまとめ  
csvファイルにて国立感染症研究所感染症情報センターに知らせる。   

・発熱外来設置時にはPC（ブラウザとして1ntemet Exp［orer6．0、あるいは  

NetscapeNavigator7，1）およぴインターネット回線を備える。   

t 管轄の医療機関での登録状況を、継続的に確認する。   

・システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  

する。   
・患者の異常な増加が認められた場合、あるいはシステムが自動的に異常な  

患者数の増加を探知した場合には、遺漏なく対応が速やかに行われるよう  

にする。   
・特に、保健所をまたぐ患者の異常な増加が認められた場合には、管轄保健  

所に連絡する。   
・早期対応が停止されれば外来受診時症候群サーベイランスは中止される  

が、そのままパンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスに移行す  

る旨、関係部局に周知徹底する。  
（4）厚生労働省本省及び国立感染症研究所   

・フェーズ4A宣言時より全国の医療機関での登録状況を、継続的に確認す  

る。   
・マニュアルの整備等、必要に応じて技術的な支援を行う。特に、異常な患者  

数の増加の判定基準を提供し、その妥当性を検証する。   
・異常な患者数の増加が認められる場合には、必要な対策について指導・助  

言を行う。   
・早期対応戦略が停止されれば外来受診時症候群サーベイランスを中止し、  

そのまま早期対応戦略後疑い症例サーベイランスに移行することを決定し、  

通知を出す。   
・小康状態になった段階で、医療機関、都道府県等、保健所等からヒアリング  

を行いサーベイランスシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、  

改善策を講じる。   

（付記）  

外来受診時症候群サーベイランス  

1．目的  

フェーズ4Aにおける新型インフルエンザ対策においては、国内発生を可能な   

限り早期に発見することが重要な対策であることから、軽症の段階における患者   
の集積を探知し、もって新型インフルエンザ発生の早期発見に資することを目的  

とする。   

2．概要  

協力医療機関より報告基準に当てはまる患者の年齢群別人数を、NES氾症   

候群サーベイランスシステムにおける外来受診時症候群サーベイランスに登録   

する。国、都道府県本庁、保健所、地方感染症情報センター等はそれぞれの管   
轄での情報を継続的に確認し、患者の異常な増加が認められた場合には検体  
採取等迅速に対応する。   

3．各様関の役割  

（1）対象医療機関  

国のフェーズ4A宣言時より実施し、サーベイランス実施期間中、毎日0時から   

24時までに外来受診した対象患者に関する情報【外来受診患者のうち、38度以   

上の発熱および呼吸器症状呈した全ての症例に関して、受診日ごとの年齢群別   
（0～15歳、16～64歳、65歳以上の3群）患者数。ただし、該当患者数が生の場  

合でも0である旨を報告する。Iを、翌日正午までにNESID症候群サーベイランス  

の画面に入力、送信する。異常が疑われる場合については、保健所、都道府県  
等の担当者に対し迅速な情報の提供を行う。早期対応戦略の破綻に伴い中止   
し、バンデミック時インフル亭ンザ様疾尋サーベイランスに移行する。   

※【選定基準】  

発熱外来以外の医療機関   
・インターネットに接続しているパソコンを有している。   
・ブラウザとして1ntemetExplorer6．0、あるいはNetscapeNavigator7．1を有し  

ている。   
・従来のインフルエンザ定点医療機関、もしくはそれ以外で小児科あるいは内  

科を標模している医療機関。  

発熱外来   

・全施設  

【選定数の基準】  
発熱外来以外の医療機関  
・概ねインフルエンザ定点医療機関数の2倍に相当する医療機関に依頼し、  

1．5倍に相当する医療機関（都道府県、市区町打等に均等に分布しているこ  

とが望ましい）で実施する。  

発熱外来  
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外来受診時症候群サーベイランスは早期探知に最も重要な手段であるが、  
その報告すべき患者数の計算に大きな労力を要する。しかしながら、当該医  
療機関が電子 
大幅な省力化が可能である（NESID症候群サーベイランスシステムにおける  

外来受診時症候群サーベイランスヘの入力は3分程度で簡単な作業であ  

る）。   

したがって、都道府県が外来受診時症候群サーベイランスの実施医療  

機関の選定に際しては、既に電子カルテを導入している医療機関での自動  
的な計算を活用することが望ましい。そのための技術的な支援は、国立感  

染症研究所感染症情報センターが行う。  

入院時肺炎症候群サーベイランス  

1．目的  

フェーズ4生における新型インフルエンザ対策においては、国内発生を可能な限  

り早期に発見することが重要な対策であることから、小規模な重症例の患者の   

集積を把握し、もって新型インフルエンザ発生の早期発見に資する土とを目的と  

する。   

2．概要  

内科、小児科病床を有する医療機関において入院を要する肺炎患者が確認さ  
れた場合に、インターネットのNESID症候群サーベイランスシステムに入力する。  

その際に、属する施設（保育園、幼稚園、学校、職場、老人福祉施設等）の情報、  

登録患者間での関係等その旨入力する。保健所、都道府県、国等はそれぞれ  
の管轄での情報を継続的に確認し、2例以上の同一施設あるいは家族内での集  

積が認められた場合には確認を行い、迅速に新型インフルエンザの患者の発生  

を疑い対応する。   

3．各機関の役割  

（り 医療機関（内科、小児科病床を有する全医療機関）   

・国のフェーズ4A宣言時からNESID症候群サーベイランスにおける新型インフ  

ルエンザ入院時肺炎症候群サーベイランスに報告責任者を登録する。   
・入院を要する肺炎患者を認めた場合には、24時間以内にNESID症候群サ  

ーベイランスシステムにおける新型インフルエンザ入院時肺炎症候群サーベ  

イランスに登録する。   
登録内容は、年齢、性別、入院日、属する施設、患者間の関係、症状（肺炎  

の種類（肺炎、問質性肺炎など）、肺炎の原因（病原体、原因不明など））等で  

あむ＿   

早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなる時点で中止する。  

（2）保健所  

t 国のフェーズ4A宣言暗から管轄の医療機関での登録状況を、特に施設の  

情報、登録患者間の関係に注意して医療機関をまたいで継続的に確認す  
る。   

・2例以上の同一施設あるいは家族内での集棟が認められた場合には、確認  

を行い、新型インフルエンザが疑われた場合には迅速に新型インフルエン  

ザウイルス感染症要観察例として対応する。   
早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなる時点で中止するn  

（3）都道府県等   

・フェーズ3Aの段階で管轄の医療機関の中から報告医療機関に該当する医  

療棲関を指定し、NESID症候群サーベイランスシステムにおける新型インフ  

ルエンザ入院時肺炎症候群サーベイランスに登録する。   

・フェーズ3Aの段階で保健所、協力医療機関等関係部局を集めて講習会を  

実施する。  
■ システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  
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クラスターサーベイランス  

1．目的   

地域での初発患者が疑い症例として把握されず、誰かに感染して、集団発生事例  

（クラスタ）となったときに、これを探知することを目的とする。   

2．概要   
医療機関において、発熱と上気道症状（あるいは肺炎を罷患、それによる死亡）な   
ど、類似の症状を呈する3人以上の患者が存在し、同居家族などの疫学的なリン  
クがある場合やそのうちの一人が医療従事者である場合に、これを速やかに調査   
することによって、新型インフルエンザの発生をとらえようとするものである。   

3．各機関の役割  
（1）医療機関（全医療機関）   

国のフェーズ4A宣柳こよって感染拡大を防げなくなるまで、  
の報告基準に合致する場合、下記の報告内容を保健所に報告す㌫   

※報告基準   
・10日以内に、3人以上の肺炎（胸部レ線上明らかな陰影を呈する）患者があ  

り、その組み合わせが、同一同居家族、同一施設に属する、あるいはその  
中に当該の病院の医療従事者が含まれるなど、ヒトヒト感染が起こりうる疫  

学的な関連性がある場合。   
・10日以内に、3人以上の、発熱を含むインフルエンザ症状があり、その組み  

合わせが、同一同居家族、同一施設に属する、あるいはその中に当該の病  

院の医療従事者が含まれるなど、ヒトヒト感染が起こりうる疫学的な関連性  
がある場合。   

※報告内容  
それぞれの患者の年齢、性別、職業、疫学的関連性、臨床症状、臨床検査  

データ（CBC、CRP、ESR等の炎症所見、トランスアミナーゼ値、胸部レ線所  
見）と治療内容を含む集団の記述。  

（2）僅塵亜  

国のフェーズ4A量的、ら早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなるまで、   
医療機関から報告を受けると同時に、新型インフルエンザに対する実験室診断を   

貪む、積極的な疫学調査を開始する。  

する。   
・管轄の医療機関での登録状況を、特に施設の情報、登録患者間の関係に  

注意して保健所を経由して継続的に確認する。   
・患者の集積が認められた場合には、遺漏なく対応が速やかに行う。   

・複数の保健所の管轄地域に渡って患者の集積が形成されている場合には  
それぞれの管轄保健所に連絡する。   

・早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなる時点で中止する。  

（4）厚生労働省本省及び国立感染症研究所   

・全国での入院時肺炎症候群サーベイランス実施状況を確認し、必要に応じ  
て技術的な支援を行う。   

・マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。   

・全国の医療機関での登録状況を、特に施設の情報、登録患者間の関係に  
注意して複数の都道府県を継続的に確認する。   

・複数の都道府県に渡って患者集積がみられる場合には、それぞれの都道  
府県に連絡する。   

・患者集積が認められた場合には、必要な対策について指導を行う。   

・早期対応が停止されれば入院時肺炎症候群サーベイランスを中止する通  
知を出す。   

■ 小康状態になった段階で、医療機関、都道府県等、保健所等からヒアリング  
を行いサーベイランスシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、  
改善策を講じる。  
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パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス   

1．目的   

早期対応が停止後、新型インフルエンザの発生動向を迅速に把握及び還元する   

ことを目的とし、発生動向調査5類定点報告の定点の数を増やし頻度を週に1回   

から1日1回に増やすことにより新型インフルエンザ対策を実施する判断材料とし   

て使用する。   

2．概要   

協力医療機関より報告基準に当てはまる患者の年齢群別人数を、NESID症候群   

サーベイランスシステムにおける早期対応戦略後疑い症例サーベイランスに登録   

する。保健所、都道府県、国等はそれぞれの管轄での情報を継続的に確認し、必   
要に応じて対策を実施する。   

3．各機関の役割  

（1）対象医療機関（外来受診時症候群サーベイランス協力医療機関）  

早期対応戦略の中止後に毎日0時から24時までに受診した対象患者に関  

する情報I全ての外来受診患者のうち、38度以上の発熱および呼吸器症状を  

呈した全ての症例における受診日ごとの年齢群別（0～15歳、16～64歳、65  

歳以上の3群）患者数。Iを、翌日正午までに画面上で入力し送信する。システ  

ムを使っての入力ができない場合には都道府県等にfax等にて届ける。盤聖  

インフルエンザ終結宣言をもって、従来の5類定点報告に戻す。  

（2）保健所  

早期対応戦略の中止後に管轄の医療機関での登録状況を確認し、対策に  

活用する。  

（3）都道府県等  

早期対応戦略の中止後にトリアージを行う医療施設の運営が予定されてい  
れば事前にNESID症候群サーベイランスシステムにおける外来受診時症候  

群サーベイランスに登録する。事前に予定されていない場合には、トリアー  
ジを行う医療施設が設置された段階で直ちに登録を行う。  

・都道府県等は管轄の医療機関での登録状況を確認し、対策に活用する。  
・システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  

する。  
（4）厚生労働省  

早期対応戦略の中止後に全国の登録状況を確認し、医療資源の配分等対  

策に活用する。また他のサーベイランスの情報と併せて、致死率、あるいは  
ワクチンの有効性評価に用いる。  

・マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。   

・小康状態になった段階で、医療機関、都道府県等、保健所等からヒアリング  
を行いサーベイランスシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、  

改善策を講じる。  
・新型インフルエンザ終結宣言をもってパンデミック時インフルエンザ様疾患  

サーベイランス中止の通知を出し、通常の5類定点での報告形態に戻る。  

パンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランス  

1．目的   

早期対応停止後、新型インフルエンザの病原性把握の一環として死亡数を可能   

な限り迅速に把握し、対策に反映させる。  

2．概要   

政令指定都市及び東京都特別区で毎年のインフルエンザシーズンに実施してい   

るインフルエンザ関連死亡迅速把握事業（NESIDインフルエンザ関連死亡システム   

を使用）を基礎に、これを改良し、死亡の迅速把握に努める。NESIDインフルエンザ   

関連死亡システムの改良点、運用上の変更点は、   

1）全保健所で実施  

2）死因を問わず総死亡数のみを把握  

3）市区町村が死亡届受理してから36時間以内に保健所に報告、39時間以  

内に保健所で登録   

である。  

3．各機関の役割  

（り 市区町村における死亡届受理事務担当  

早期対応戦略の中止後から新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるま   

空曹轄保健所と協議の上、報告様式、担当者を定める。また、毎日正午までに  

前日0時から24時までの死亡届受理数を管轄保健所に届け出る。  

（む 保健所  

早期対応戦略の中止後力、ら新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるま   

王市区町村における死亡届受理事務担当と協議の上、報告様式、担当者を定  

める。また、管轄市区町村からの報告を毎日15時までにNESIDインフルエンザ  

関連死亡システムに入力する  

（3）都道府県等  

フェーズ3Aの段階で管轄保健所、市区町村死亡届受理事務担当を集めて、   

／くンデミック時死亡迅速把握システムの講習会を実施し、連絡体制、報告書式  

など態勢を確立する。また、管内保健所での登録状況を鼻旦＿15時まで確認する。   

新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるまで継続する。  

（4〉厚生労働省本省及び国立感染症研究所  

・フェーズ3Aの段階で／くンデミック時死亡迅速把握システムの内容を通知に  

よって定める。  

・マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。  
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全国での登録状況を毎日18時までに確認する。  

死亡率、あるいは′くンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスでの  

羅患状況と合わせて致死率が想定以上に高い場合には、直ちに対策全般  

を見直す。想定以上に低い場合には対策の縮小、中止を行う。  

小康状態になった段階で、市区町村死亡届受理事務担当、都道府県等、保  

健所等からヒアリング、調査を行いスシステムの問題点、改良点についての  

意見を集約し、改善策を講じる。  

新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるまで継続する。  

予防接種副反応迅速把握システム  

1．目的  

国民が接種を受けるべきかどうかを判断する際の参考とするために、リアルタイ   

ムにその副反応の状況を把握する。必要があれば、／くンデミック経過中においても   

予防接種を中止、対象者の限定、予防接種優先順位の変更を行う。   

2．概要   

全ての医療機関において、軽微なものも含めて予防接種の副反応によると疑わ   

れる症状を呈する患者の情報を入力、情報共有することによって、特定のメーカー、   

ロット番号、あるいは接種日・接種機関の集積が見られた場合には直ちに対応す   

る。また、年齢、基礎疾患等でのリスクも把握する。さらに本システムと同時に実施   

する予防接種率迅速把握システムで報告される接種人口、接種率の情報を統合し、   

副反応の発生頻度をリアルタイムに把握する。  

3．各機関の役割  

（1）医療機関（内朴小児科・救急外来を有する全医療機関）  

■ NESID症候群サーベイランスシステム予防接種副反応迅速把握システム  

報告責任者を登録する。  

t 新型インフルエンザウイルスワクチンの接種によると疑われる副反応症状を  

呈する患者を診察した場合には、24時間以内に年齢、性別、市区町村、受診日、  

メーカー・ロット番号、副反応症状、接種日■接種機関を入力する。   

・システムを使っての入力ができない場合には都道府県等にfax等にて届け  

る。   

・予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで実施する。  

（2）保健所   

予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで、管轄の医療機  

関での登録状況を毎日確認する。  

（3）都道府県等   

・予防接種が開始される前に管轄の対象医療機関をNESID症候群サーベイ  

ランスシステム予防接種副反応迅速把握システムに登録し、当該医療機関に  

登録するように連絡する。   

・予防接種が開始される前に保健所、協力医療機関等関係部局を集めて講  

習会を実施する。   

・システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  
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する。   

t 管轄での登録状況を把握し、接種状況を国へ報告する。また、羅患状況、副   

反応状況と合わせて、適切な情報提供を行う。   

予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで実施する。  

（4）厚生労働省本省及び国立感染症研究所   

・予防接種が開始される前に予防接種副反応迅速把握システムの内容を通   

知によって定める。   

・全国での予防接種副反応迅速把握システムの実施状況を確認する。   

－ マニュアルの整備等技術的な支援を行う。   

・副反応が広範に認められた場合にはワクチン接種方法の見直し等、対策を   

講じる。   

・小康状態になった段階で、医療機関、保健所、都道府県等からヒアリングを   

行いシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、改善策を講じる。   

・予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで実施する。  

パンデミック時ウイルス学的サーベイランス  

1．目的  

市中に循環する新型インフルエンザウイルスの抗原性、遺伝子型、抗ウイルス薬へ  

の感受性を持続的に調べることにより、ワクチン効果や治療方法の評価、あるいはそ  

れらの変更の根拠とする。  

2．概要  

基本的に、通常のインフルエンザの際に行われているメカニズムにおいて施行する。  

以下に示す検体採取方針に従い、病原体定点（外来担当医療機関および入院担当  

機関）において、地域における従来の病原体サーベイランスの地域の手順に従って  

地方衛生研究所に提出する。地方衛生研究所では、季節性インフルエンザと同様の  

手順でウイルス分離、解析と報告を行う。  

3．各機関の役割  

（1）医療機朋（パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス協力医療機泊   

地域での流行開始後、毎週地方自治体によって指定される一定の曜日に牙  

た最初の通常のインフルエンザ様症状（あるいは迅速診断キット陽性例）を呈す  

青から、検体採取ガイドラインに従って検体（鼻咽頭拭い液）を採取し、管轄の地  

ル
ー
象
〓
 
 

生研究所に提出する。インフルエンザ入院患者を扱う医療機関では、肺炎あるいは  

脳症を呈した重症例、あるいは抗ウイルス薬に臨床的に耐性と考えられる例につい  

て、検体を採取して、管轄の地方衛生研究所に提出する。  

（2）地方自治体   

バンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス協力医療機関のうち、約10％  

にあたる医療機関に病原休定点を依頼し、それぞれ担当曜日を振り分けるb  

（3）地方衛生研究所   

通常の季節性インフルエンザと同様に処理し、全検体数とともに陽性検体を  

NESIDの病原体サーベイランスシステムにて入力する。一定数の分離株は、さらなる  

解析のために、国立感染症研究所ウイルス第三部に送付するh  

イ4）国立感染症研究所ウイルス第3部   

全国の報告データから、抗原性の変化を評価し、あるいは抽出された分離株にキ  

リ更なるウイルス学的分析を行い、関係機関と情報を共有し、迅速な対応に結びつけ  

皇L  
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臨床経過情報共有システム  

1．目的   

新型インフルエンザ患者の病態、臨床経過、治療成績については、その知見が   

乏しく、また経過とともにこれらは変化することが予想される。そ丑タミフルの有   

効性、耐性発生の有無、迅速診断キットの感度・特異度等の診療情報に関する情   

報をリアルタイムに把握する。また、死亡率や重症化率（入院率）を算出し、対策立   

案に役立てる。  

2．概要   

指定された医師を通じて系統的に、収集されたデータを新型インフルエンザ対策   

専門家会議で解析し、地方自治体及び診療に携わる医師のみならず、一般国民に   

インターネット等を通じて情報を提供する。  

3．各機関の役割  

（1）都道府県が指定する新型インフルエンザの入院又は外来を担当する医療機関  

■新型インフルエンザ患者が発生した二次医療圏の管轄内で発熱外来を行う  

医療機関と、入院を担当する医療機関が→つの単位を形成し、それぞれの  

医療磯瀾が国立感染症研究所感染症情報センターに連絡し、ID、′くスワー  

ドの発行を受ける。  

■ 新型インフルエンザ患者を診察した場合には、タミフルの有効性、耐性発生  

の有無、や迅速診断キットの有効性をはじめとする新型インフルエンザ患者  

の病態、臨床経過、治療成績⊥塵塵等を登録し、経過に伴い随時、内容を  

改訂する。   

・フェーズ4Bから国がシステムの終結宣言重出王まで実施する。  

（2）都道府県、保健所   

・医療機関で形成する調査単位の設立のための準備をする  

（3）国立感染症研究所感染症情報センター   

t 同システムを構築、運営する。   

・ マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。   

・ 医師からの求めに応じてID、パスワードを発行する。   

・ 医師会を通じて講習会を実施し、周知をはかる。本システムで得られた情  

報を、個人情報保護に留意しつつ、一般に 公開する。   

・フェーズ4Bから新型インフルエンザ終結宣言が出されるまで実施する。  
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新型インフルエンザ積極的疫学調査ガイドラインく案）  

－′くンデミックフェーズ4～6一  

A．はじめに   

既にパンデミックフェーズ3における鳥インフルエンザウイルス（H5Nりの感染者に対する  

積極的疫学調査（症例調査、接触者調査）のガイドラインは2006年6月に作成、公表されてお  

り、2006年11月22日に「インフルエンザウイルス（H5Nl）に係る積極的疫学調査の実施等に  

っいて」の厚生労働省健康局結核感染症課長による通知が行われているが、今回は新型イ  

ンフルエンザ（／くンデミックフェーズ4以降）における積極的疫学調査のガイドラインを策定す  

ることとなった。都道府県、政令市及び保健所設置市（以下「都道府県等」という。）の公衆衛  

生機関が中心的に実施することとなる新型インフルエンザに対する積極的疫学調査は、′くン  

デミックフェーズ6となって全国的に新型インフルエンザの流行が発生するまでは我が国の新  

型インフルエンザに対する対策の根幹であり、本調査結果に基づいて、国内における各種対  

策が実行され右ことになるといっても過言ではない。本ガイドラインでは、前回には言及されな  

かった接触者に対する抗インフルエンザ薬の予防投与についても言及する。新型インフルエ  

ンザの発生と国内への侵入の可能性を考慮に入れて、本ガイドラインを活用した積極的疫学  

調査実行の準備を行っておくべきであると思われる。   

B．調査の原則  

1．調査実施主体   

ア）感染源を問わず、ヒトにおける新しい型のインフルエンザウイルス感染症の発生事例の   

疫学調査は都道府県等の保健所を含む衛生部局が主体的に実施する。（「感染症の予   

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」〔以下「感染症法」という。〕第15条第1  

項）   

イ）なお、厚生労働省も必要に応じ、主体的に調査を行う。また、都道府県等の要請があっ   

た場合には、国立感染症研究所や実地疫学専門家、大学の公衆衛生学教室スタッフ等   

の職鼻を派遣するなど当該自治体と連携l協力するなど積極的に支援する。（感染症法  

第15条第6項）  

2．調査対象   

ア）／くンデミックフェーズ4以降において、新型インフルエンザと定義されている新しい亜型  

のインフルエンザウイルスに感染している患者（疑似症患者を含む）要観察例およぴその  

接触者（症例定義は新型インフルエンザ発生時に策定）  

1   

3．人権への配慮等   

ア）調査にあたっては、調査を受ける者に対しては理解を得た上で（感染症法に基づく調査  

の必要性、移送、入院勧告、就業制限、経過観察、接触者管理、さらに情報公開（報道等）  

の可能性等）、人権に配慮した対応を行うべきである。  

（案）  

新型インフルエンザ積極的疫学調査ガイドライン  

パ ン デ ミ ッ ク フ ェ ー  ズ 4 ～ 6  

l   

新型インフルエンザ専門家会議  

平成19年3月14日版  
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疫学調査に着手できるように、平常時において予め疫学調査に専従することになるスタ   

ッフ（以下、「疫学調査員」）を決定しておくことが望ましい。  

参照：HP国立感染症研究所 感染症情報センター  

鳥（H5Nl）・新型インフルエンザ（フェーズ3～5）対策における患者との接触  

に 関 す る pPE （個 人 防 護 衣） に つ い て  Ver．1  吋p：／／瑚   
イ）疫学調査員数は、接触者調査を迅速に実施することを考慮し、比較的短時間内（患者発   

見後36時間以内）に数十名の接触者に対して訪問・面接が可能であるように設定するこ  

とが適当である。   

ウ）疫学調査員の構成の中心は疫学調査並びに感染防御策に関する専門的知識を有して   

いる公衆衛生専門職者（医師、保健師等）が適当であるが、発生の規模が大きくなること   

も想定し、一定の研修等を行った上での他の適切な人材を活用する枠組みも考慮する  

必要がある。  

2．疫学調査員の感染防御：   

ア）疫学調査員への二次感染を防止するためにマスク、手袋、防護衣、消毒用携帯アルコ   

ール等が必要数揃っているかを予め確認■常備しておくことが望ましい。   

イ）基本的な感染予防対策として、標準予防策、飛沫感染予防策、接触感染予防策、飛沫   

核感染（空気感染）予防策等の感染防御に関する十分なトレーニングを実施したうえで調   

査に臨む体制を確保するべきである。  

ウ）上記トレーニングには、個人防護具（personat protective equipment．以下、「PPE」とい   

う）の着脱訓練、衛生学的な手洗い方法の実施、汚染箇所や環境の適切な消毒、感染性  

廃棄物の収集と破棄等が含まれる。   

エ）本調査において疫学調査員が装着するPPEとは、マスク、目の防御（フェイスシールド   

またはゴーグル）、手袋、ガウンである。マスクは原則的にN95マスクとする。   

オ）国外で新型インフルエンザが発生しはじめた段階（バンデミックフェーズ4A）において、   

疫学調査員および新型インフルエンザに感染している患者（擬似症を含む）と接触する可   

能性のある公衆衛生担当者は、可能である場合は予めプレバンデミックワクチンの接種  

を検討するべきである。   

※また疫学調査員は新型インフルエンザウイルスに曝露する可能性が高く、体内において   

同ウイルスと通常の季節性インフルエンザウイルスとの遺伝子の交雑や再集合が発生   

することを避けるために、流行シーズン前には季節性インフルエンザに対するワクチンの  

接種を心がけておくべきである。  

3．研修：   

ア）上記感染防御に加えて、疫学調査員はインフルエンザウイルスに関する感染経路等の   

基本的な事項や新型インフルエンザや鳥インフルエンザーH5Nlに関する情報を、研修等  

を通じて得ておく必要がある。   

イ）都道府県等は、必要に応じて、新型インフルエンザの積極的疫学調査に必要な実地疫  

学に関する研修を実施しておくことが望ましい。  

4．検査機関、医療機関との連携   

ア）都道府県等は地方衛生研究所を中心に、H5Nl高病原性鳥インフルエンザウイルスや同  

4．情報の透明性確保と国際連携   

新型インフルエンザ対策が、一国の問題でなく国際的な課題であること、さらに、早期封   

じ込めを始め、様々な対策が国際的な連携の上迅速に行われる必要があることから、都道   

府県等は、情報が確定する以前から、園と積極的に情報共有を図る。（感染症法第15条第   

5項）さらに、国はWHO等と迅速な情報共有・連携を行う。  

5．情報の共有と調査結果の公表   

ア）新型インフルエンザ対策では、早期封じ込めをはじめとする様々な対策が関係各機関と   

の連携の上で迅速に行われる必要があり、調査実施主体は調査中においても関係する  

他の自治体や国等と状況や知見等の情報を共有する。（感染症法第15条第6項）   

イ）さらに新型インフルエンザ対策が、一国の問題でなく国際的な課題であることより、国は   

迅速にWHOと情報を共有し、最新の情報の国内への還元や世界に向けた情報発信に  

努める。   

ウ）インフルエンザウイルスの感染経路、潜伏期間等から考えると、感染の拡大が急速に、   

広域に進む可能性があり、予め調査対象地域が複数の都道府県にわたることも考慮に入   

れて、調査方法■調査票の統一化によってスムーズな情報共有を図っておく必要がある   

（様式参照）。加えて患者・接触者の情報の登録と共有化を迅速に実施するために、感染   

症サーベイランスシステム（NESID）疑い症例調査支援システムを利用することとする。   

エ）調査の結果等については、個人情報の保護に十分留意しつつ、特に、報道機関等の協   

力を得ながら適時適切に公表を行うべきである。これら情報の発信・還元等に関するリス   

クコミュニケーションについては、専任担当者等を設置すべきである。（感染症法第16条）  

C．調査の目的   

調査の目的は以下に大別される。  

1．新型インフルエンザ発生事例について、その全体像の速やかな把握に努めるとともに、感   

染源・感染経路・感染危険因子の特定を行い、新型インフルエンザ発生事例を通じた感染   

リスクの評価を行う。  

2．国及び自治体は新型インフルエンザ発生事例に対する調査およぴその分析によって得ら   

れた情報を、新型インフルエンザの発生した市町村、都道府県、医療機関、厚生労働省等   

へ速やかに提供する。（感染症法第15条第5項、指針第二の六）  

3．感染の危険性が高いと考えられる者に対する感染予防策、ヒトへの感染例の早期発見と   

迅速な治療開始等による感染拡大の防止を図る。  

4．調査結果の分析によって得られた情報力、ら、園内での感染の拡大を防止するために必要   
とされている早期封じ込め対策や医療機関t施設■家庭等における感染防止対策等の効果   

的な実施に繋げていく。   

D．平常時における積極的疫学調査の準備  

1．疫学調査員の決定：   

ア）新型インフルエンザ事例が発生して調査対応が必要となることが決定した場合、直ちに  
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Fて   

ウイルスが変異して新型インフルエンザとなった場合に備えて検査体制を整備しておく必   

要がある。このために保健所、衛生研究所、国立感染症研究所への連絡体制を確認す   

るとともに感染症研究所で実施される研修を積極的に受講しておくべきである。  

イ）調査が始まれば、大量の要観察例等が探知される可能性があり、これらに対して対応で  

きる必要な検査体制を確保する。  

5．患者、接触者及びその関係者への説明に関する準備  

ア）患者、接触者及びその関係者等の調査対象者に対しては、目的等に関する理解を得た   

上で調査を実行することが望ましい。   

イ）感染症法に基づく調査の必要性や、移送、入院勧告、就業制限、経過観察、接触者管理   

などについて、その必要性を説明する際の資料あるいは、同意書等についても準備して   

おくことが望ましい。  

E．調査の内容   

本調査は基本的には症例調査と接触者調査がある。集団の中で複数例の患者が発生して  

いる場合には、それぞれ複数の症例調査とそれに関連した接触者調査が存在する形となる。  

これに集団全体を一つの単位とした調査が必要となり、感染源、感染経路と伝播効率の評価  

が重要な検討項目となる。  

1．症例調査（感染症法第15条第1項）   

ア）症例基本情報・臨床情報調査：  

症例に対して、疫学情報や臨床情報などに関して直接情報収集を行うものであり、臨   

床部門、検査部門との調整により、検体検査も迅速に行う必要がある。   

イ）症例行動調査：  

症例行動調査の目的とは、主に症例の行動に関する詳細な情報の把握と接触者のリ   

ストアップである。また、本疫学調査結果に基づいてその実施が検討される早期封じ込め   

対策に繋げていくためにも、詳細な情報が必要となる。   

ウ）感染源調査：  

症例の感染源が、鳥か、ヒトか、また、国内の感染か国外における感染かを特定する。   

国外における感染が考えられる場合は検疫所及び国際機関や当該国等と速やかな情報  

交換を図る。   

2．接触者調査（感染症法第15条第1項）   

症例の接触者に対する調査であり、以下の順に段階を経て行われていく。   

ア）接触者の定義   

イ）接触者のリスト作成   

り）接触者状況確認調査   

エ）接触者に対する初回面接または電話調査および保健指導   

オ）追跡調査   

力）接触者追跡の中止  

F．調査の実際  

以下に、ヒトが国内で新型インフルエンザを発病した可能性があるもしくは発病した場合に  

ついての調査について記述する。国外で新型インフルエンザ発病者と接触し、新型インフルエ  

ンザ症例定義に合致した（新型インフルエンザ発生時策定）者に対する対応は、本項に準ず  

るものとする。  

1．症例調査  

ア）症例基本情報・臨床情報調査：   

①保健所が医療機関よりヒトにおける新型インフルエンザ発症を疑わせる事例の通報を受   

け、「要観察例」の可能性が高いと判断した場合は予め指定されていた医療機関等に診   

察を依頼すると共に、速やかに症例基本情報・臨床情報調査を行う。   

②調査は症例基本情報億床情報調査票（添付3）を用いて行い、要観察例と判断された場   

合はただちにNESIDデータベース（サーベイランスガイドライン参照）に入力して症例の   

登録を行うと共に、当該インフルエンザウイルスに関する検査を行う。   

③要観察例発生の報告を可及的速やかに国に対して行い、必要に応じて連携・協力を依矩   

する。（感染症法第15条第6項）   

④たとえ海外等において流行している新型インフルエンザウイルスの感染性がそれ程高い   

ものではないという情報が入っていても、調査対象となっている当該患者が保有している   

ウイルスがどのような性格をもつものであるかは不明であり、最大限のリスクを考慮し、   

同一室内で患者との対面調査を行う際には必ずPPEを着用し、感染防御対策には細心  

の注意をはらうぺきである。  

イ）症例行動調査：（感染症法第15条第12項）   

①疫学調査員は、患者行動調査票（添付4）に基づき、患者の行動及びその間の接触者に  

関する詳細な聞き取りを行う。   

②基本的には「疑似症患者」もしくは「確定患者」に対して調査を実行するが、「要観察例」に  

対しても必要と判断される場合は調査を実行すべきである。   

③原則的に、患者の発症前日（現時点での発症の基準は発熱の有無とするが、今後発症   

例から確認される病態に応じて変更される可能性がある）より医療機関に入院し適切な   

感染対策がなされた時点までの行動の詳細について調査を行う。本調査は、後に続く接  

触者調査の根幹をなすものであり、極めて重要である。   

ウ）感染源調査：（感染症法第15条第1項）   

患者の渡航歴その他の情報より国内での感染伝播の可能性が高い場合には、感染源の  

特定を目的として感染源調査（症例さかのぼり調査）を実施する。   

①感染源報告済み  

症例さかのぽり調査の結果として、感染源となっている鳥（もしくは他の動物）あるいは  

患者が既に報告済みの場合には、その接触者調査の内容について検証する。   

②感染源未特定  

これまで鳥インフルエンザ発生と特定されていない鳥（もしくは他の動物）又は他者から   

の感染の可能性が示唆される場合には、感染源となった可能性のある対象に対する調  

査、及び当該物（あるいは者）の接触者調査を迅速に検討、実施する。  
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は手袋、マスク、手洗い等の防護対策なしで患者由来検体を取り扱った検査従事者、患   

者の使用したトイレ、洗面所、寝具等の清掃を行った者等。   

iv．直接対面接触者   

手で触れること、会話することが可能な距離で、上記患者と対面で会話や挨拶等の接触   

のあった者。接触時間は問わない。勤務先、学校、医療機関の待合室、会食やパーティ   

ー、カラオケボックス等での近距離接触者等が該当する。   

塾但危険接貌者（軽度卿鮎艶  

「新型インフルエンザ発症者（疑似症患者以上）との低危険接触者（軽度接触者）」   

低危険接触者については、可能な限り速やかに調査を実施することを検討すべきである。   

感染危険度はト→iiの順であり、巨〉Hのどこまでを確認し、調査・健康観察■抗ウイル   

ス薬予防投与の対象とするかは、パンデミックフェーズや患者の状況等を参考に決定す   

る。   

i．直接対面接触者のうち、a卜ivもしくはVの定義を満たさない（すなわち職場や会食な   

どで顔を合わせていても、有症状期間中の患者との距離は2メートルよりも近くなること  

はなかった）者。接触時間は問わない。  

Ii．閉鎖空間の共有者   

・比較的閉鎖された空間において、2メートル以内の距離で空間を共有した者。  

→乗用車、バス、列車、航空機等の交通機関内や、ホテル、レストラン、映画館、ホー  

ル等でのお互いに顔見知りではない近距離接触者がこれにあたる。  

☆iiは通常の疫学調査では接触者の特定は困難であり、調査には交通機関の運営者   

（航空会社や鉄道会社等）や報道機関等の協力が必要となる場合が想定される。同時  

に、不正確な情報に基づいた／ヒックや風評被害による混乱も予想されるため、正確  

な情報の発信、説明等の対策も考慮しなければならない。   

③「軍観察例」との接触者  

「新型インフルエンザ要観察例との接触者」   

原則的に「要観察例」との接触者は経過確認調査や健康観察の対象とはならない。「要   

観察例」に対しては患者本人（家族）やあるいは医療関係者等への調査を実施するが、   

新型インフルエンザ発生事例に対する疫学調査は、その目的遂行のためには迅速性を   

確保することが極めて重要であり、「要観察例」が検査結果によって「疑似症患者」もしく   

は「確定飢になることを待って接触者調査に初めて着手することが得策ではない場合も   

多いと予想される。このため、2ア）①の調査をすみやかに行うための接触者リストの作   

成等を行っておくべきである。  

エ）疫学調査員の感染防御：  

①疫学調査員は、当該患者との接触については、直接の面談はPPEを装着した上で行い、   

面談時間、回数は必要最小限のものとするべきである。  

②疫学調査員は、新型インフルエンザ発病者と直接接触するため、国外もしくは国内の他   

の地域において新型インフルエンザが発生している段階において、早期にプレバンデミ   

ックワクチンの接種を行っておくべきである。  

③疫学調査員が発病者に防御不十分な状態で接触した場合、当該者が感染した可能性が   

高いことから、リン酸オセルタミビル75mgカプセルを1日＝回（10日間）の予防投薬を実   

施（接触者予防投薬）するとともに、接触後10日間の健康観察（具休的には後述F－2一イ）  

参照）を行うことが望ましい。   

2．接触者調査（感染症法第15条第1項）  

接触者とは、新型インフルエンザ患者（擬似症患者を含む）が発症した日の1日（24時間）前   

より、解熱した日を0日目として解熱後7日目までく発症者が12歳以下の場合は発症した   

日を0日目として発症後21日目まで）に接触した者とする。接触者の調査を迅速に行い、   

適切な対応を実施することは、新型インフルエンザの感染拡大防止にとっては極めて重要   

である。以下に接触者の定義およぴその対応について記述する。  

ア）接触者の定義：   

卿引妾触者）  
「新型インフルエンザ疑似症患者以上との濃厚接触者」   

高危険接触者と判明した者に対しては可能な限り速やかに調査を実施しなければならな   

い。以下の定義に従って接触者のリストアップを行い（感染症法第15条第17項）、リストア   

ップされた者については、1日2回の検温を、患者との最終の接触があった日より、接触終   

了後10日間（最終曝露日を0日としてより10日目が終7するまで）に至るまで確実に行う   

協力を求める（感染症法第15条第3項）。さらに同意が得られた場合には保健所等の公衆   

衛生機関において抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬を行う（添付1．新型or鳥インフ   

ルエンザ接触者票参照、添付2．体温記録用紙）。調査の順位は接触の濃厚性に順ずるも   

のとし、濃厚性はi→ivの順とする。  

i．世帯内居住者  

患者と同一住所に居住する者。  

ii．医療関係者  

患者の診察、処置、搬送等にPPEの装着なしに直接携わった医療関係者や搬送担当  

者。  

tii．汚染物質への接触者  

患者の体液等（血液、唾液、喀疲、尿、便等）に、防護装備なしで接触した者。具体的に  
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イ）接触者調査とその対応 

新型インフルエンザに患者との接触者に対する調査および主な対応については以下の通り  

である。  

①接触者のリストアップ   

定義されている高危険接触者を確実にリストアップする。低危険接触者（前述）について   

も、感染の危険性を考慮に入れ、必要と判断されるレベルまではリストアップすることが望   

ましい。  

②リストアップされた接触者の状況確認及び追跡調査（健康観察）   

リストアップされた者については、感染発症者との接触状況に関する調査を十分に行い、   

観察開始日より、最終曝露日を0日として10日目に至るまで毎日の健康観察を実施する。   

調査担当者は「インフルエンザ接触者調査票（添付り」に調査対象者となる接触者の情報   

を記録するが、調査対象者には予め「体温記録用紙（添付2）」を漉しておき、自己記録もしく   

は家族による記録を依頬する。原則的に、リストアップされた接触者に対しては保健所等の   

担当者からの面接や毎日の電話やFAXの連絡による健康状態の把握等の情報収集を行   

う（アクティブ・サーベイランス）。（感染症法第15条第3項）  

③リストアップされた接触者に対する抗インフルエンザ薬の予防投与（接触者予防投薬）   

リストアップされた者に対しては、同意を得た上で保健所等の公衆衛生機関において抗イ   

ンフルエンザウイルス薬の予防投薬を行う（添付1．新型or鳥インフルエンザ接触者票参照、   

添付2．体温記録用紙）。   

④リストアップされた接触者に対する指導と受診の基準：   

リストアップされた者について、自宅で待機させ、やむを得ず外出する際はマスクを着用   

するように指導を行う。また、新型インフルエンザの感染症状が認められた場合には、直ち   

に保健所へ連絡して相談するべきであることを予め説明しておく。保健所は必要と判断した   

場合は速やかに感染症指定医療機関等の受診を指示する。発熱については重要な指標で   

あり、特に成人例で濃厚な接触歴が明白である当該者は、受診を考慮すべきである。  

⑤有症状時の行動について   

①に該当する者は、人の集まる場所での活動を可能な限り避けるべきであることを予め   

指導しておく。症状が出現した場合、速やかに保健所へ連絡し、その指示のもとに保健所   

が指定した医療機関受診してもらう。その場合も可能な限り公共の交通機関の利用は避け   

るぺきである旨指導する。  

⑥リストアップされなかった接触者に対して  

調査によって接触者であることが判明したものの、リストアップする必要がないと判断さ   

れた者に対しては、保健所は可能な範囲で当該インフルエンザウイルスのヒトヘの感染の   

可能性、症状、潜伏期聞等に関する説明を行い、基本的には自己観察を依頼するべきであ   

る。必要に応じて体温記録用紙（添付2）を漉して体温測定と記録を促すべきである。また、  

経過観察期間中（曝露日を0日目として10日目終了まで）に380c以上の発熱、急性呼吸器   

症状が出現した場合は、管轄保健所に直ちに連絡し、今後の生活様式、他者との接触や医   

療機関受診等について相談するように依頼するべきである。   

G．積極的疫学調査の継続と終7について  

本積極的疫学調査は、／くンデミックフェーズが4Bまたは5Bである期間中は、積極的にこれ  

を継続して実施するものとする。以下に、′くンデミックフェーズ68またはそれ準ずる状況にな  

った場合の、調査の継続と終了の目安について記述する。  

1．調査の継続について：   

ア）本調査は、新型インフルエンザ対策にとって重要であり、可能である限りその継続を図  

る。   

イ）接触者としてどこまでをリストアップするかは、疾患の感染性、患者発生数、抗インフル   
エンザ薬の予防内服者数、その時点での接触者の抗インフル工ンザ薬予防内服の公衆   

衛生学的意義や抗インフルエンザ薬の備蓄土等を総合的に勘案して、厚生労働省と調   

整の上判断する。（感染症法第15条第2項、5項、6項）   

2．調査終了の目安：  

原則的に、園と都道府県との協譲の結果、地域内で多数の新型インフルエンザ患者が   

発生し、多くの患者の感染源の特定が不可能となり、積極的疫学調査による感染者の追   

跡実施の意義がなくなったと判断されたときに、本調査は終7となり、以降は新型インフ  

ルエンザサーベイランスの強化を行うこととする。（感染症法第15条第1項、2項、5項）  
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B．消毒について：  

髄ル  

製剤を用いて行う。  

1．次亜塩素酸ナトリウム溶液：  

湘000ppm）の溶液を用いる。30分間の浸漬力、あるいは消  

毒液を浸したタオル、雑巾等による拭き取り消毒を行うバ肖毒剤の噴霧は不完全な消毒や、  

ウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、また消毒実施者の健康障害につながる危険性も  

あるため、実施してはならない。   

2．イソプロパノールもしくは消毒用エタノール：  刈消毒液を十分Iこ  
浸したタオル（ペ瑚消毒剤の噴霧は不  
完全な消毒、ウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨されない。   

C．環酬こ着用すべきもの：  

髄ジカルマスク）。ゴー  

グルもしくは眼を防御するもの、手袋を着用する。手袋は滅菌である必要はなく、頑丈で水を  

通さない材質のものを使用する。  

添付資料  

患者滞在場所に対する環境整備 ・消毒について  

通常の季節性インフルエンザの場合、その感染経路は『飛沫感染』が主であり、他lこ『接触  

感染』、更に特殊な条件下（患者のエアロゾル発生措置等）における患者周囲での『空気感  

染』が考慮されているが、これまでに『飛沫感染』以外の感染経路による感染伝播に関する明  

確なエビデンスはない。また、空気感染は特殊な処置を行った場合の患者周囲に限定される  

と考えるべきであり、患者が退出した後の部屋や、ノロウイルスのように落下したインフルD  

ザウイルスが挨とともに舞い上がって吸い込まれて感染すること（塵挨感染）は考慮する必要  

はないと考えられる。   

通常のインフルエンザ、新型インフルエンザの感染経路、感染対策lこ関する詳細は『医療  

施設における感染対策ガイドライン』を参照されたいが、以上のことを踏まえて、以下に患者  

が滞在していた場所に対する環境整備・消毒の方針を示す。公衆衛生関係者には、これらを  

踏まえて発病者の家族や関係者に対する指導を実施されたい。  

A，環境整備  

1．床の清掃：  

働こ、患者が滞在した場所の床は濡れた  

葦ツプ、雑巾による拭き輝明ら  

かに患者由来の液体（血液、尿、便、喀痍、唾液等）が存在している箇所は消毒を行㌔   

2．患者が接触した箇所の清掃：   

患者が頻回に接触したと考えられる箇所（ドアノブ、トイレの便座、スイッチ、階段の手すり、  

テーブル、椅子、ベッド柵等）についても、濡れタオルや雑巾で拭き取り清掃を行う。洗浄剤を  

使用するとより効果的である。パソコン、電話、岬こよ  

って故障の可能性のあるものはアルコ「ル謝紬こよる消毒を行う。  

3．壁、天井の清掃：  

制Nこ付着していない場合は清掃の必要はなし㌔患者由来の液体が  

付着している場合は当該箇所を広めに消毒する。   

4．食器・衣類・リネン：  

捌こ患者由来の液体がイ寸着して  

おり、洗濯等が不可能である場合は、当該箇所をアルコール製剤を用いて消毒する。  

5．物品：   

患者が使用していた物品は、適宜拭き取り清掃を行う。  
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（添付資料1）新型／鳥インフルエンザ接触者調査葉  
新型／鳥インフルエンザ接触者モニタリング葉  

接触者番号：  氏名：  
調査者氏名：  調査担当保健所名：   
調査方法：口面接 □電話、□その他（  月  日   時  患者／鳥との最終接触日時＝  年  月  日  時ごろ   

壱・二＝ より  日付  連絡 手段  体温  予防 内服   
呼吸器症状   呼吸器以外の痘欄  確認看   

朝   
なし・咳・痍■呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

□有  ）  その他（  ）  

0日  ／  
夕  

なし・咳・痕・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  
ロ無  ）  その他（  〉   

朝   
なし・咳・痍・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

□有  ）  その他（  ）  

1日  ／  
タ  

なし・咳・痍・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  
ロ無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳・痍・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ有  ）  その他（  ）  

2日  ／  

夕  
なし・咳・疫・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

□無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳■痍・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

□有  ）  その他（  ）  

3日  ／  
夕  なし・咳・疾・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ無  ）  その他（  ）   

朝   なし・咳・痕・呼吸困難  なし・下痢・喝吐■倦怠感  
□有  ）  その他（  ）  

4日  ／  
夕  なし・咳・痍・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

D無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳・痕・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ有  ）  その他（  ）  

5日  ／  
夕  なし・咳・疲・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・噴・痕・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

□有  ）  その他（  ）  

6日  ／  
夕  なし・咳■疲t呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳・痕・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

□有  ）  その他（  ）  

7日  ／  
夕  なし・咳・疏・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳・癌・呼吸困難  なし■下痢・嘔吐・倦怠感  

□有  ）  その他（  
8日  ／  

）  

夕  なし・咳・疲・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  
ロ無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳・疲・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐・倦怠感  

口有  ）  その他（  ）  

9日  ／  
夕  なし・咳・疲・呼吸困難  なし■下痢・嘔吐・倦怠感  

ロ無  ）  その他（  ）   

朝   
なし・咳・痍・呼吸困難  なし・下痢・嘔吐■倦怠感  

10日  ／  
ロ有  ）  その他（  ）  

‖  ）．その他（  □無  

調査日時：  年  

接触者居住地保健所  接触者番号  
患者居住地保健所：  接触患者発生届受理番号   

他者詳細   

6  氏名   E  性別：   

生年月日：MTSH  年  月  日  9  年齢：   

10  住所   

自宅‥  携帯＝   皿  電話番号＝  

†2   

田  調査率答者：ロ本人 □本人以外→本人との関係（  ）   

答老劇場JJ のときのみ）   

川  回答者氏名：   

15  回答者住所：   

16  回答者電話番号‥ 自宅：  携帯‥   

同居人の状況  
氏名1  続柄 年齢 鼓  氏名4  続柄 年齢 歳  

氏名2  続柄 年齢 歳  氏名5  続柄 年齢 鼓  

氏名3  続柄 年齢 歳  氏名6  続柄 年齢 歳   

田  

m   年月日時ごろ   

20  □高危険接触者 口偉危険接触者 口要授察例との接触   

21  接触時感染防御：□あり（  ）□なし   

担当者名：   連絡先：自宅：  

携帯：  
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（添付資料2）体 温 記 録 用 紙  新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・疑似症■要観察例）基本情報・臨床情報調査票  
以内といわれています。  
呼吸器症状、下痢症状がなければ、ほぼ感染は  

融ゝザの潜伏期間は最長でも10日  
＊接触があった日から－0日臥38度以上の急な発熱、  調査担当保健所名：  調査者氏名：   

2  調査日時：  年 月 日  時 調査方法：コ面接 コ電話 口その他（） 

3  調査回答者：口本人 口本人以外→氏名（  ）本人との関係（  ）  

調査回答者連絡先：自宅電話：  携帯電話：   

なく、他への感染力もないと思われます。  
＊無症状であれば、積触があった日から－0日間についても平常通りの生活が可能です。ただし、できる  

だけ外出などは控えていただき、注意深くご自身の健康チェックを行っていただくことをお願い いたします。もし気になる症状が現れたときには、必ず速やかに最寄りの保健所・保健センターへ  
ご連絡ください。  

接触者番号＝  住所‥  

氏名：  自宅電話＝  携帯電話：  4  感染症発生届受理番号：   患者居住地保健所：   

届出医療機関名   7  届出医療機関主治医名：   

8  届出医療機瀾所在地ニ   9  届出医療機関電話番号：   

10  届出受理日時：平成  （西暦  ）年   届出受理自治体：  

月  日   時  分  都・道■府・県・市   

届出受理保健所：   届出受理担当者：   

奏者／鳥との最終接触日時・   年  月  日  時ごろ   

最終接触 よリ   日付  測定時間  体温（Oc）  予防 内服  症状（咽頸痛・咳■痍・呼吸 困難・下痢・嘔吐・腹痛等）  備考欄（行先等）   

ロなし  
朝  □有  ）  

0日  月 日  
夕  ロ無  ）  

ロなし  
朝  □有  ）  

1日  月 日  
タ  口無  ）  

□なし  
朝  □有  ）  

2日  月 日  □なし  
夕  □無  ）  

朝  ロ有  ）  

3日  月 日  ロなし  
夕  □無   ）  

ロなし  
朝  □有  ）  

4日  月 日  □なし  
夕  □無  ）  

□なし  
朝  口有  ）  

5日  月 日  
タ  口無  ）  

□なし  
朝  ロ有  ）  

月 日  ロなし  
夕  □無  ）  

ロなし  
朝  □有  ）  

7日  月 日  □なし  
夕  D無  ）  

□なし  
朝  □有  ）  

8日   月 日  
夕  □無  ）  

朝  ロ有  ）  

9日   月 日  
タ  ロ無   ）  

□なし  
朝  ロ有    口あり（   ）  

10日  
夕  □無1呂芸旨（   ）  

14  患者氏名：  l15座別：男・女  16  生年月日：  年  月  日（ 歳）   

患者住所：   

18  患者電話番号： 自宅：  携帯：   

職業・業種・学校等：  

最終勤梓・出席日（ 年  月  日） い児童・生徒の場合所属クラス等詳細に記入すること）   

20  勤務先／学校名  

勤務先／学校所在地：   

勤務先／学校電話番号：   

22  

ロ届出医療職瀾 □自宅 □勤務先・学校 □その他（  ） □不明  

23   携帯：   

24  同居者（氏名）（続柄）（生年月日）   25  本人以外の連絡先  

①  年 月 日（歳）  氏名：  

②  年 月 日（歳）  本人との関係：  

③   年月日（歳）  住所：  

④   年月日（歳）  

⑤   年月日（歳）  自宅：  

⑥  年 月 日（歳）  携帯：   

38度以上の発熱  （  年  月  日）   

咳  （  年  月  日）   

28  咽頭痛  （  年  月  日）   

29  息苦しさ・呼吸困難感  （  年  月  日）   

30  下痢  （  年  月  日）   

全身倦怠感  （  年  月  日）   

32  意識混濁  （  年  月  日）   

その他1  く  ）  （  年  月  日）   

34  その他2  （  ）  （  年  月  日）   

35  発症日時：  年   月   日   時   

［車両保健所名：  担当者：  

所在地：  
FAX：  電話番号：  

－59－   
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【ヂ  

36  初診：   年   月   日   時  

医療機関名：  電話：  主治医：   

37  感染推定日：   年   月  日   

38  疑われる感染源：  

感染源：ロヒト ロ鳥→（口癖烏 口死烏） ロその他（  ）  

感染源所在地（国名・地域名など）：  

感染源の新型／鳥インフルエンザ診断状況：  

接触状況：  

点描接触日時：  年   月   日  時   

□日本国内（地域：  ）  

40  ロインドネシア  45  発生報告地域滞在期間   

41  ロベトナム  年 月 日～ 年 月 日  
新型／島インフルエンザ  46  同行者  名  

の発生が報告されている 国・地域への立ち入り  4了  旅行会社名：  

および滞在歴  
（今後発生地域により右記  

44  帰国日（）  

地域は随時変更される）  帰国時の到着港  電話番号：  

（ ）  

搭乗便、搭乗船舶  

（ ）  ツアー期間二年月日～年月8   

49  t  

50  

□あり 供血日：年 月 日 供血場所：  

田   

□あり 手術日：年 月 日 医療機関：   

52  現病歴   

53  治療経過   

治療薬  

54     タミフル内服  ：□なし □あり  服薬開始日：   年  月  日   

他の抗インフルエンザ薬：ロなし □あり（  ）服薬開始日：   年  月  日   

他の主な薬剤  （  ）   

入院： □なし ロあり  58  

59   

80  入院医療機関所在地：  電話：   

田  入院日：年 月 日   62退院日：年 月 日   63死亡日：年 月 日   

検査項目   検査値または所見   検査日   

64  胸部X線   肺炎像□なしロあり  年  月  日   

（所見）  

65  胸部CT   肺炎像□なし□あリ  年  月  日   

（所見）  

66  白血球数   ／〃l   年  月  日   

6フ  リンパ球   ％（  ／〃l）   年  月  日   

68  血小板数   ／〃l   年  月  日 ・   

6g  CRP   mg／dl   年  月  日   

70  その他  年  月  日   

調査時の状態   

了2  総合所見：ロ無症状 口軽～中等症 口重東 口その他（  ）   

判定  

73     □確定診断  年  月  日   

74  □疑似症  年  月  日   

了5  ロ要観察例  年  月  日   

76  ロ保留  年  月  日   

77  症例棄却  

□なし ロあり  年  月  日   理由   

了8  初回調査後の経過   

＊患者の行動および接触者調査については、別添の調査票を用いる。  

インフルエンザ特異的検査錯果  
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抗原検査  79口陽性（A聖■B型・AB不明） 検体採取日： 年  月  日   

（迅速検査）  ロ陰性 口検査未実施  結果判定日： 年  月  日  

検体材料  検体採取・結果判定日   結果   検査実施施設   

80  RT－PCR  採取二 年 月 日  H5陰性・‖3陽性・検査中  

口実施  判定： 年 月 日  その他（  ）  

□未実施  採取：年月日  

判定：年月日   ）  

採取：年月日  

判定：年月日   ）  

RT－」AMP  採取： 年 月 日  H5陰性・H4陽性・検査中  

口実施  判定： 年 月 日  その他（  ）  

□未実施  採取：年月日  

判定：年月日   ）  

82  ウイルス分離同定  採取：年月日  

口実施  判定：年月日  

□未実施  採取：年月日  

判定：年月日  

検査法  検体採取・結果判定日   結果   検査実施施設   

83  血清抗体検査  採取：年月日  

口実施  判定：年月．日  

□未実施  採取：年月日  

判定：年月日  

採取：年月日  

判定二年月日  

検査法  検体採取■結果判定日   結果   検査実施施設   

84  追加・その他  採取：年月日  

判定：年月日  

採取：年月日  

判定：年月日  

採取：年月日  

判定二年月日  
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＊□欄は該当項目にレをつけること。  

インフルエンザ以外の病原体検査鏑果   

アデノウイルス抗原   85  ＋ ・ － ・ 未実施   年  月  日   

RSウイルス抗原   86  ＋ ・－ ・ 未実施   年  月  日   

その他   8了  年  月  日  

88  年  月  日   
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新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・疑似症・要析例）行動調査票（発症日）  

患者氏名：  

感染症発生届受理番号  
接触者（氏名・年齢・性別  接触者の住所  

接触者の連絡先  
患者の行動と接触状況  

・濃厚I貴地の有無等）  

（自宅電夏舌・携帯電話等）   

ーー■●■－－→－－－■■－■●■■●■  

ー
の
∽
－
 
 

新型／鳥インフルエンザ症例く確定診断■疑似症・要観察例）行動調査票（発症1日後）  

患者氏名：  

感染症発生届受理番号＝  

患者の珊と搾触昭   按腑飾年…別 醐の住所   掴の 

所在地・滞在先・施牧名     一と）  ・濃厚接触の有無専）  
古等，                （自宅t括・携   

発  

症  ●●●●■◆－，一一一←－■一－－－●■■■■  

ロ   

日 後   

脾‥  

新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断疑似症・要腑例）行動調査票（発症2日後）   



患者氏名：  

感染症発生届受   理番号   
患者の行動と接地状況   接触者（氏名・年齢・性別  接触者の連絡先  

所在地・滞在先・施校名     －いては詳細に記載すること）   ・濃耶童他の有無等）   

（自宅電話・携帯t芸   

発   
症  ■■■－－－－－－－－一一－一一－－－－－■  

2   

日 後   

■●一一－－－－－●－－－－－●－－－－－■  

備考：   

新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・疑似症・要脈例）行動調査票（発症3日後）  

患者氏名：  

感染症発生届受理番号‥  

患者の行動と接触状況   
接触者（氏名・年齢・性別  接触者の連絡先  

伯宅電話・携帯電話等）  

所在地・滞在先・施設名    一いては辞紺一記航すること）    ，濃厚接触の有無等）   

■－＝＝－＝＝－－－■－●－－－－－－●－‾   

発   
症  

3   
日  
後   

■■■－‥－■－■－－●－‥－一－●－－－－‾‾  

鰍  
新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・緋症・要観察例）行動調査票（発症4日後）   

患者氏名：  

感染症発生届受理番号   



患者の行動と捷舶況 接触者（氏名・年齢・性別  接触者の住所  
任地者の連絡先  

所在地・滞在先一施投名  － る－と）   ・濃厚接触の有精等）  
（自宅電話・携帯屯詰等）   

発 症  

4 日 後   

新型／鳥インフル工ンザ症例（確定診断・疑似症一章観察例）行動調査票く発症5日後）  

患者氏名：  

－
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新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・疑似症牒観察例）行動調査票（発症6日後）  

患者氏名：  
感染症発生届受理番号＝  

接触者の連絡先  
伯宅t措・携帯t桔専）   

接触者（氏名・年齢・性別  
・濃厚接触の有無零）  

按拙著の住所  患者の行動と接触状況  所在地・滞在先・絶技名  
（住所・連繊先・窓口鬱）  
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新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・糾症・要観察例）行動調査票（発症7日後）  

患者氏名ニ  

－
」
N
－
 
 

新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断瀾旭・要観察例）行動調査票（発症8日後）  

患者氏名：  

持他者の住所   
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新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断・疑似症・要観察例）行動調査票（発症9日後）  

患者氏名：  感染症発生届受理番号：  

掩触奄の連絡先  
（自宅t持・携帯電桔等）  

穣触看（氏名・年齢、性別   
■濃厚接触の有無等）  

患者の行動と接触状況  
くZ爪以内の濃射手他については詳細lこ記載すること）  

所在地・滞在先・施役名  
（住所・連絡虎・窓口等）  

按拙者の住所  
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新型／鳥インフルエンザ症例（確定診断一疑似症■要観察例）行動調査票（発症10日後）  

患者氏名：  感染症発生届受理番号：  

接触者の遅鈍虎  
（自宅tほ・携帯t指等）   

倖他者（氏名・年齢・性別  
・濃厚練他の有無等）  

患者の行動と練触状況  
（2m以内の濃厚積触については詳細に記れすること）  

所在地・滞在先・施設名  
（住所・遵集塵・窓口等）  

接触者の住所  

嘗 ■   
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新型インフルエンザ発生初期における早期対応戦略ガイドライン  

（Rapid response strategies）（案）  

はじめに  

○ ひとたび新型インフルエンザが発生し、嘩、った場合、瞬く間lこ  

感染は拡大し、医療サービス■社会機能の破綻を伴う様 な甚大な被害が生じる可能性   

が想定される。早期対応戦略の最終的な目標は、医療サービスや社会機能を維持し被   

害を最小化することにあり、卿－ド  

を緩め、その間にワクチンの開発・製造を急ぐことが重要である。   

○ したがって、ヒトーヒト感染拡大が起こり始めた初期においては、効果的な感染拡大防   

止・抑制のために、瑚知し、速やカ、lこ早期対応を実施すること   

が求められる。  

○本ガイドラインは、我が国における新型インフルエンザ発生初期の早期対応戟略を示し   

た初めてのものであり、今後様々なレベルでの議論を踏まえて改訂されることを前提と   

している。  

（案）  

新型インフルエンザ発生初期における  

早 期 対 応 戦 略 ガ イ ド ラ イ ン  

1．用語の定義  

（》 薬剤以外の感染拡大防止策（non－Pharmaceuticalinterventions：NPl）  

新型インフルエンザ対策の基本となる、抗インフルエンザウイルス薬による感  

染予防以外の対応の総称。抗インフルエンザウイルス薬による医薬品による感染  

拡大防止には、効果の不確実性や供給王の限界があり、これのみで確実性の高い  

感染拡大防止・抑制は行えない。薬剤以外の感染拡大防止策としては、患者の適  

切な治療と院内感染防止、個人や地域における感染防止策、人の移動制限、渡航  

制限、学校の臨時休業、職場対策、集会や社会活動の中心の要請、リスクコミュ  

ニケーション、住民支援などが含まれる。  

また、薬剤以外の感染拡大防止東における行動制限については、患者の致死率な  

どの重篤度、ウイルスの感染力、発生地域や患者数などの発生状況等に応じ、不要  

の外出を自発的に控える程度のものから交通速断まで行い、厳格に人の移動の制限  

を行うものまで様々である。  

新型インフルエンザ専門家会議  

平成19年3月14日版  
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2．実施方法  

○早期対応戦略としては、薬剤以外の感染拡大防止策と、感染リスクに応じた特定集団に   

対する抗インフルエンザウイルス藁の予防投与との組み合わせが有効と考えられてしユ   

亙L   

O即咽の地理的条件や人口密度などを考慮した場合、交通遮断による厳格な人の移勲利   

阻を行うことは非常に困難であることから、本稿は、家庭・施股内予防投薬を行いなが   

旦画   

○姐人口密度が低く、交通遮断が容易な地で、力、つ著しく致死率と感染力が儀し、新型   

インフルエンザが初期に偶然発見される可能性はゼロではないことから、一つの選択肢   

として厳格な人の移動制限まで行う地域封じ込めの方法も後述する。  

② 抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬方法  

②－i家庭・施設内予防投薬CTargeted antiviralprophyIaxis：TAP）  

患者の同居家族の全て、及び患者が通う施設（保育施設、学校、職場、入所施  

設等）に属する全ての者を対象に行う抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬。  

デパート・コンビニエンスストア・商店・公共交通機関等での接触者（重畳星  

多数の接触者）は対象としない。  

②－ii接触者予防投薬（Contact targeted antiviralprophylaxis：CAP）  

患者の接触者（詳細は積極的疫学調査ガイドラインを参照）を対象に行う抗イ  

ンフルエンザウイルス薬の予防投薬。対象者に対する行動の制限、保健所によ  

る対象者の追跡健康観察を併せて実施する。  

②－iii地域内予防投薬（GeographicaHy targeted antiviraIprophyIaxis：GAP）  

患者の感染性がある期間（発症した日の1日［24時間］前より、解熱した日を0  

日目として解熱後7日目まで［発症者が12歳以下の場合は発症した日を0日  

目として発症後21日目まで］）に行動した範囲を全て含めた地域を特定し、そ  

の地域に所属するすべての者を対象に行う抗インフルエンザウイルス薬の予  

防投薬。   

③ 薬剤以外の感染拡大防止策と抗インフルエンザウイルス薬予防投薬方法を組み合わ  

せた作戦  

③－i家庭・施設内予防投薬作戦  

「②－i家庭・施設内予防投薬」と「①薬剤以外の感染拡大防止策」とを組  

み合わせた対策。不特定多数の接触者に対する予防投薬を行わないため、予防  

投薬対象者外からの症例発生に対し注意深い監視と迅速な対応が重要となる。  

ウイルスの封じ込め成功は期待できないが、大幅な感染拡大抑制効果の可能性  

が示されている。患者の接触者追跡調査が実施されている状況下では、その接  

触者に対する予防投薬も行われる。  

③－ii捷触者予防投薬作戦  

「②一＝接触者予防投薬」と「①薬剤以外の感染拡大防止策」とを組み合わ  

せた対策。接触者に対する発病予防効果は期待できるが、集団としての感染  

拡大防止効果は期待できない。この作戦は予防内服対象者数は最小となるが、  

一方で症例の行動調査による接触者のリストアップと個別の連絡とが必要と  

なり、症例数が多くなると実施は困難である。  

③－iii地域封じ込め作戦  

「②－iii地域内予防投薬」と「①薬剤以外の感染拡大防止策」とを組み合  

わせた対策。  

① 実施体制  

（1）国の役割、地方自治体の役割、各省庁・関係部暑の役割  

新型インフルエンザ発生初期の早期対応は、その地域内の感染拡大防止（抑制）   

のみならず、全国への感染拡大を抑えるために実施される。国はその実施に関し   

て、支援する責任を負い、都道府県知事はその実施の責任を負うと共に、実施市   

町村への監督を行い、技術的及び実務上の支援を行う。各省庁関係部署は、対策  

本部の指揮の下、連携して管轄業務を行う。  

1）国の役割  

新型インフルエンザ発生に際し、国は「新型インフルエンザ対策本部」  

を設置する。対策本部は、新型インフルエンザ対策専門家諮問委員会（以  

下、諮問委員会）に新型インフルエンザ対策の方針を諮問し、諮問委員会  

の提言を受けて、新型インフルエンザ対策の基本方針を定める。  

予防投薬に際して、国はその抗インフルエンザウイルス薬の確保・備蓄・  

都道府県までの輸送を含めた供給を行う。また、省庁間の調整や、新型イ  

ンフルエンザが発生していない都道府県に対する対応や国民に対する対応  

も行う。  

一丁9－  
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甲  

国は、国際保健規則2005［以下】HR（2005）1］に基づき、世界保健機関（冊0）  

に連絡を行い、国際連携を図る。さらに、必要に応じ諸外国とも連携を行  

う。  

2）都道府県（知事）の役割  

対策の実施主体となる。都道府県内の政令市、中核市等の保健所設置市、  

特別区の対策も統括する。新型インフルエンザの患者発生が都道府県をま  

たがる場合には、当該都道府県が連携して対応にあたる。   

3）市町村の役割  

住民への情報提供や、不要な集会等の自粛、予防投薬の実施等、 より住  

民に身近な行政対応を行う。  

4）各省庁関係部署の役割  

国においては、国の新型インフルエンザ対策本部の指揮の下で、所管す  

る対策を推進する。都道府県においては、その対策本部の指揮の下で対策  

を実施する。  

5）都道府県衛生主管部局の役割  

都道府県の衛生主幹部局は、感染予防策の啓発や指導、適切な医療提供  

の調整、抗インフルエンザウイルス薬の提供や疫学調査等の公衆衛生対応  

の実施を行う。予防投薬においては、国より供与された抗インフルエンザ  

ウイルス薬の都道府県内輸送、対象者への投与、服薬の監視と評価等を行  

う。  

6）国立感染症研究所の役割  

必要に応じ、技術的な助言を行うことができる。   

②国の新型インフルエンザ対策専門家諮問委旦会  

早期対応は、発生確認直後に実施する第一期対応と、発生状況等の初期評価に   

基づく第二期対応とに分かれる（詳細後述）。初期評価においては、専門的な知見  

に基づく判断が求められることから、学術的な専門家の提言を行う機関として、  

国は医療、公衆衛生、疫学、ウイルス学等を含む10人程度の専門家からなる諮問   

委員会を設立する。諮問委員会は、専門的知見、国内外の発生状況、ウイルス学  

的情報等を検討し、国の対応に関する提言を行う。  

③連携と情報共有  

1）国内連携  

早期対応においては、指揮命令系統に沿った「縦の連携」と、分野部署が異な  

る「横の連携」が迅速かつ効果的に行われる必要がある。国や都道府県の対策本  

部では、主要な情報を適切に監視することが必要であり、効果的なデータ管理シ  

ステムの構築が求められる。発生（要観察例、疑い症例、確定症例、重症者、死  
亡者）情報、疫学調査情報、接触者追跡調査情報、ウイルス学的情報、院内感染  

の有無、対策の実施状況の評価（移動制限の実施状況、予防投薬の実施率、住民  

支援の状況、ニーズ評価など）、対策の効果の評価（サーベイランスによる継続的  

な評価、横断的評価など）、物品支援情報などは重要となる。  

対象地域内や地境間において、臨床分野、ウイルス学分野、疫学分野の専門家  
や担当者間のネットワークを構築し、定期的な意見交換、知見の共有を図る。  

効果的な情報管理のためには、データベースや遠隔会議（電話会議、テレビ電  

話会議など）の構築が有用である。  

2）国際連携  

新型インフルエンザ対策は、国際連携が極めて重要である。世界保健楼閣とは、   

l㈹（2005）と新型インフルエンザに関する総会決議事項に基づき、発生確認の際の  

情報共有、対応における協議と協調が必要となる。l柵（2005）における日本政府の  

フォーカルポイント2である厚生労働省大臣官房厚生科学課を通じ緊密な情報共有  

と連携が必要である。さらに、必要に応じ、諸外国とも情報共有及び連携を行う。  

また、公式な情報共有と連携に併せて、非公式情報の活用も重要である。国は、  

国立感染症研究所等を活用し、公式・非公式情報の収集や適宜情報共有を図る。  

（2）実施手順  

① 第一期対応  

新型インフルエンザ症例の確認直後に実施する対策項目としては以下の項目が  

挙げられる。その実施に関しては、発生状況に応じて必要な項目を選択すること  

になると考えられる。  

1）症例管理（隔離・治療）  

2）医療施設における感染予防策  

3）家庭・施設内予防投薬  

発生初期は、迅速に新型インフルエンザの拡大防止を最小限に抑える目  
11日RlnternationalHealth Regulations．国際保健規則   

WHO加盟国が批准している集約である、WHO憲章に基づいて取り決められた規則．国際的な感染症対策の法的根拠となるもので、ベスト、コ  

レラ、黄熟等に対する対応が規定されていたが、2005年、近年の新興再興感染麿の集団発生や世界的流行に対応できるように大幅に改正され、  

200丁年6月より新型インフルエンザの報告が義務づけられた．  

！フォーカルポイント  

国際保健規則tHR（2005）では、WHOと各国の常時連絡体制の構築が規定され、その各国の窓口を指す。  
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感染性を有する期間の症例の行動調査（行動範囲）と接触者リストアップ、症例  

間の疫学的関連の調査などを行う。（詳細は、新型インフルエンザ積極的疫学調  

査ガイドラインを参照）   

2）接触者追跡調査  

接触者に対しては、服薬コンプライアンス、健康状況の追跡、服薬の有害事象  

調査等を10日間に渡って調査する。家庭内接触者に対しては、保健所による追  

跡調査を実施し、保育施設・学校・職場等に関しては、当該施設長が毎日確認を  

行い、その結果を保健所に報告する。家庭や施設を除く接触者に対する予防投薬  

は、患者発生状況に依存する。即ち、患者の接触者リストアップと個別の追跡調  

査が保健所によって可能な範囲であれば、予防投薬を実施するが、患者数が多く  

業務上実施不可能となれば、接触者予防投薬、接触者追跡調査ともに中止する。   

3）強化サーベイランス  

新型インフルエンザ発生に伴い、全ての都道府県で、サーベイランスを強化す  

る。クラスターサーベイランス、症候群サーベイランスなどを組み合わせて、新  

たな症例の発見、症例クラスターの発見に努める。   

4）地理情報  

症例発生地域及び行動範囲を含む市町村の地理的情報や医療資源を含む社会  

基盤インフラに関する情報の収集に努める。   

5）効果的効率的なデータ管理（データベース）  

収集される様々な情報を、正確にかつリアルタイムに管理・活用するためには、  

効果的なデータベースの構築が必要であり、事前に準備しておくことが求められ  

る。   

③ 初期評価（診断の評価、発生状況の把握）   

1） 初期評価における時間的猶予  

都道府県は、新型インフルエンザ症例が確認された時から72時間以内に初期  

評価を行うための情報収集を完了し、国と正式に協言義を開始する。国は、直ちに  

諮問委員会に諮問を行う。諮問委員会は、国に対し、第二期対応の方針等につき  

提言を行うが、状況によっては、第一期対応を継続し経過を観察する様提言する  

こともできる。その場合、国は次の諮問まで48時間を超えてはならない。  

2） 初期評価に必要な情報  

都道府県が把握する項目  

○ 事前に整理しておく情報  

＞ 市町村の地理情報  

的で、家庭・施設内予防内服を実施する。すなわち感染性を有すると考え  

られる期間に患者が滞在した、家庭、保育施設、学校、職場等に所属する  

者全員を対象に抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬を行う。デパー  

ト・コンビニ・商店・公共交通機関等での接触者（不特定多数の接触者）  

は対象としない。接触した日を問わず、成人：リン酸オセルタミピル75mg／  

日 xlO日間、一歳以上の小児：2m〟kg／日（最高75mgまで）xlO日間を  

1コースとして投与する。投薬期間の服薬コンプライアンス3、健康状況の  

追跡調査、服薬に伴う有害事象調査を、家庭の代表者や施設長の協力を得  

て実施する。服薬率は、80％以上を達成することが必要である。  

4）接触者予防投薬  

家庭や施設を除く接触者に対する予防投薬は、患者発生状況によって判  

断する。即ち、患者の接触者リストアップと個別の追跡調査が保健所によ  

って可能な範囲であれば、予防投薬を実施するが、患者数が多く業務上実  

施不可能となれば中止する。  

5）予防投薬対象者に対する行動制限（不要不急の外出の自粛＝自発的自宅待  

機）  

予防投薬対象者に対しては、自宅や自宅近所からの外出自粛を求める。  

6）個人・家庭・職場における感染拡大防止策  

「個人及び一般家庭・コミュニティにおける感染対策に関するガイドライ  

ン」、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を参  

7）水際対策  

検疫対策の弓削ヒにより新たな感染者の流入抑制を図る。  

8）国への報告  

都道府県知事は、新型インフルエンザの発生を確認した場合には、直ち  

に、国（厚生労働省健康局結核感染症課）へ報告する。  

9）他の都道府県に対する情報提供と強化サーベイランスの実施  

厚生労働省は、新型インフルエンザが発生した事を、健康危機管理情報  

支援システム等を活用し、できるだけ速やかに他の都道府県知事へ連絡し、  

新型インフルエンザサーベイランスの強化を指示する。   

② 初期評価のための疫学調査と情報収集  

1）症例の疫学調査  

積極的疫学調査を用いた症例発生の全体像把握、症例の感染源と感染経路調査、  

3服薬コンプライアンス  
医師が処方したとおりに薬を服用すること。  
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人口、年齢構成、交通、社会基盤インフラ、地域封鎖上重要な幹線交通路、政  

治t経済的状況、医療機関情報（総べッド致、施設数と規模、感染症指定医療  

機関、入院可能医療機関など）  

○ 発生後に把握する情報  

＞ 症例に関する情報  

症例の疫学情報（発症日、入院日、患者の住所、患者の性、生年月日、症例  

間の疫学的関連など）、感染源・感染経路、感染地（国内外含む）、院内感染  

の有無と状況（患者・病院スタッフ別羅患状況）、施設内感染の有無と状況  

＞ 発生地域における疫学情報  

症例数（疑い症例数、確定例数）、重症者数（気管内挿管者数、集中治療者  

数）、死亡者数、要観察例数・接触者数、家庭・施設内予防投薬対象者数、  

＞ ウイルス学的情報  

症例のウイルス検査情報、ウイルス学的特徴  

＞ 都道府県による対応に関する情報  

医療機関関連：症例の治療■管理・隔離状況（抗インフルエンザウイルス  

薬の反応、副作用、対応病院の状況、隔離の実施状況など）、要観察例や症例  

の搬送・入院状況  

抗インフルエンザウイルス薬予防投薬関連：家庭・施設内予防内服対象者  

特定状況（対象者はどの程度特定されているか含む）、服薬コンプライアン  

ス（または服薬率）、予防内服着からの有症着発生状況、抗インフルエンザ  

ウイルス薬の副作用情報、オペレーション／物品調達や後方支援の状況（薬  

の調達■配布・服薬指導など）  

自発的自宅待機状況：保健所は家庭の代表者や施設長の協力を得て家庭・  

施設内予防内服対象者における実施状況（率）を把握する、症例発生市町村  

や周辺地域、都道府県内の他の地域での自発的な実施状況に関しては市町村  

が把握する  

強化サーベイランスの実施状況  

接触者追跡調査の実施状況  

市民の状況（問い合わせ・苦情・混乱＝パニック・受け入れなど）に関す  

る状況、発生地からの住民移動（逃避行動）  

都道府県対策本部以下、関係部署の対応状況  

国が把握する項目  

＞ ウイルス学的情報  

分離ウイルスのウイルス学的特徴（変異等）につき解析を行う  

＞ 全国的な状況  

新型インフルエンザ発生初期には、既に複数の都道府県で症例が発生してい  

る可能性が考えられる。最初に発生が確認された都道府県において、初期評  

価に必要な情報が先に集約される辛が想定されるが、初期評価に当たって、  

国は他の都道府県における最新の情報を収集する。   

＞ 国外における発生状況  

国は、IHR（2005）のフォーカルポイントである厚生労働省大臣官房厚生科  

学課を通じたWHOとの公式情報の収集と共有、外務省等を通じた諸外国の情  

報収集、国立感染症研究所等を通じた情報収集などを行う。   

3）アセスメントと方針の決断   

＞ 諮問委旦会、都道府県、国による地域封じ込め実施可能性の評価と判断  

都道府県は、症例の発生状況と第一期対応の評価を行う。症例の行動範囲等  

から感染リスクのある市町村を特定する。さらに当該市町村と外部との交通（人  

口移動）の状況を評価する。FurgasonらNature437：209－214．2005によると、  

タイ農村部において基本再生産数（BasicReproductionNumber：Ro）＝1．6程度  

の新型インフルエンザが発生し、約20人が発症した時に予防投薬を開始したと  

の条件で数学モデルを用いると、半径15km、人口5万人を対象にした地域封鎖  

及び抗インフルエンザウイルス薬の一斉予防投薬が必要（成功の可能性90％）  

とされている。基本再生産数とは、病原体の感染力を表す指榛で、誰も免疫を  

持たない人口集団に患者が1人飛び込んだ場合に何人に感染させるかという数  

字である。即ち、Roが高くなれば、より高いレベルの感染拡大防止策が必要と  

なる。日本の市町村の約り3は人口1万人程度かそれ以下であり、地域封じ込  

めが実施される場合、症例の発生していない隣接の市町村も含めて対象となり  

うる。  

諮問委員会は、当該都道府県における新型インフルエンザ発生の疫学情報、  

発生市町村の地理・政治・経済的特徴、国外における疫学、ウイルス学的情報  

などにより、地域封じ込めによる新型インフルエンザ封じ込めの可能性を評価  

する。  

国及び都道府県は、諮問委員会の評価に加えて、医療提供体制、使用する薬  

剤等の準備状況、スタッフの生や質の検証、周辺住民の理解度の検証等実務上  

の実現可能性を評価して、地域封じ込め実施の判断を行う。  

4）継続的な監視体制の構築  

第一期対応の際構築した強化サーベイランスから、第二期対応においても継続的  

に監視できる体制を構築する。ただし、必要に応じ第二期対応ではサーベイランス  
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の強化も行う。  

④ 第二期対応  

1）家庭・施設内予防投薬作戦  

基本的には、第一期対応の延長で行われる。抗インフルエンザウイルス薬の予  

防投薬方針は第一期対応から変更しない。抗インフル工ンザウイルス薬予防投薬  

を不特定多数の接触者に対して実施せず対象者を限定することから、封じ込めや  

効果的な感染拡大抑制のためには、新たな症例の早期探知と迅速な対応が必須と  

なる。症例の家族や接触者等以外の一般市民に対する様々な対策は、第一期対応  

同様、仰のタイミングで実施するのが望ましい。  

＞ 抗インフル工ンザウイルス薬予防投薬  

家庭、保育施設、学校、職場（事業所・企業）、入所施設等の単位で服薬指  

導と同意確認を行う。家庭以外の施設では、塵畳長の協力のもとで実施する。  

施設長は労働衛生の観点から、産業医の意見を参考としつつ、協力することが  

望ましい。  

抗インフルエンザウイルス薬の個人備蓄や不正転売等の防止のため、薬剤の  

紛失等による再配布は行わない。  

＞ 服薬コンプライアンス、健康被害のモニタリング  

都道府県は、市町村と連携して、サーベイランスやサンプリングによる電話  

インタビュー等の定期的なサーベイ等を用いて対象者の服薬コンプライアンス  

の継続的な評価を行うと共に、服薬に関連する健康被害事象の発生に関してサ  

ーベイランスを実施し評価する。必要に応じ、国は評価の技術的支援を行うこ  

とができる。  

＞ 自発的自宅待機Home quarantine  

症例の接触者や予防内服を実施している者には、10日間自宅待機を依頼し、  

保健所は経過観察を実施する。全ての症例間で疫学的関連が確認されている場  

合はその他の者に対して自宅待機は不要であるが、疫学的関連の無い症例が発  

生した場合には、その市町村に居住する者は可能な限り外出を避け自宅待機を  

行う。  

＞ 症例発生地域における行動制限  

症例が発生した市町村内の学校は、必要性に応じて臨時休業する。ただし、  

感染拡大が広域化した場合には、県内の全ての学校を対象とすることも検討す  

る。実施期間が遷延したり、榊こ感染が拡大する可能性もあるこ  

とから、学校の臨時休業の期間が数か月となることも想定される。文部科学省、  

教育委員会及び学校は、その様な場合の適切な教育の提供に関して事前に検討  

土塁L  

症例が発生した市町村では、不要の集会や催事、行事を自粛する。映画館、  

劇場等に対し自粛の要請をする。ただし、発生動向次第では、全県対象とする  

ことも検討する。  

＞ 症例発生地域内外の移動制限  

全ての症例間で疫学的関連が確認されている状況下では、症例の接触者や予  

防内服を行っている者へは、不要の外出を控えるよう勧奨するが、それ以外の  

者には行動の制限を行わない。  

疫学的関連の無い症例が発生した場合や一定以上の症例が発生した場合は、  

その他域内の人に対し不要の外出を自粛するように要言青する。  

＞ 症例発生地域外部から内部への移動制限  

全ての症例間で疫学的関連が確認されている状況下では、症例発生地域への  

移動制限は実施しない。ただし、症例の接触者や予防内服を実施している者に  

対する訪問は控える様に指導する。  

疫学的関連の無い症例が発生した場合は、その地域に対する不要な渡航を控  

えるよう、国は国民に対して要請する。  

＞ 事業所や企業における対策  

事業所や企業の職業活動においては、感染防止と事業の継続性、社会的役割  

に応じて適宜対応することが必要である御こ対策プランを策定し、  

それに応じて対応するため、プラン作成、割勘二際しては、産業医lこ適宜相談  

することが望ましい脚ナる新  

型インフルエンザ対策ガイドライン」を参照のこと。症例が発生した市町村に  

ある事業所や企業では対策を開始するが、発生動向次第では、全県を対象とす  

ることも検討する。  

＞ 住民支援  

対象者に対する支援としては、適切な医療の提供、衣食住等の基本的項目に  

関する直接支援、電気・ガス・水道・通信等の社会機能の維持に対する支援、  

在宅勤務者の推進など事業所・企業・社会活動に対する支援等がある。  

また、ニーズ評価に基づく適切な情報提供やリスクコミュニケーションは最  

も大きな支援である。  

自宅から遠隔参加できる社会活動の提供は住民参加を促す事によるオペレ  

ーションの推進が期待できる。また、遠隔サービスによる娯楽Entertainment  

の提供は、住民の精神衛生上の観点からも有益である。  

また、住民支援の中で最も大事なことの一つは、発症者の医療を最大限確保  

することである。  

＞ 精神的ケアとリスクコミュニケーション  

大きな精神的ストレスのかかる対象者や関係者に対する精神的なサポートは  
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重要である。特に症例と直接接触する者（濃厚接触者、救急車搬送担当者、対  

面調査担当者、医療スタッフなど）の不安は大きいことから、適宜、都道府県  

はコンサルテーションのサービスを提供する。  

対象者に対しては、適切な情報提供とリスクコミュニケーションが極めて重  

要である。加えて、地域の遠隔コミュニケーション支援（通信・インターネッ  

ト等）は、対象者の孤立を防ぐ効果が期待できる。   

＞ 強化サーベイランス  

疑い症例調査支援、外来時症候群サーベイランス、入院時肺炎症候群サーベ  

イランス、クラスターサーベイランスなどを実施する。詳細は、サーベイラン  
スのガイドラインを参照の事。   

＞ 積極的疫学調査  

新たな症例の早期探知目的で、濃厚接触者に対する積極的な健康追跡調査を  

保健所が実施する。その濃厚接触者が症例と接触した日から10日目まで行わ  

れる。その際、テレビ電話やインターネットによるビデオ会議システムを用い  

た遠隔地からの追跡調査は、確実な発病の早期発見、調査担当者の感染防御の  

点から非常に優れている。   

＞ 対策の効果に関する情報収集と監視  

対策実施にあたり、以下の項目は、継続的なモニターが必要である。すなわ  

ち、症例発生及び要観察例の発生動向、接触者追跡調査、医療施設における抗  

インフルエンザウイルス薬等の治療効果と有害事象、抗インフルエンザウイル  

ス薬の服薬コンプライアンスと有害事象、住民支援状況評価等である。   

2）接触者予防投薬作戦  

抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬以外は、家庭・施設内予防投薬作戦旦  

うち必要なものを選択して実施する。この場合、予防投薬対象者は、積極的疫学  

調査対象者と一致するため、施薬指導や服薬に関する同意確認は、積極的疫学調  

査と併せて保健所が実施する。  

3）地域封じ込め作戦  

Ⅰ．地域封じ込めが成功するための条件   

以下の全ての条件に合致した場合、嘩つとして加え、前述  

した2つの作戦いずれかと共に、卿附こ合致し  

なかった場合、家庭・施設内予防投薬作戦や接触者予防投薬作戦を継続する。  

①地域封じ込めが成功するための猶予期間  

新型インフルエンザウイルスが発生し、感染伝播が始まった後、迅速に封じ込  

め策が実施されなければ感染拡大は阻止し得ない。数学的モデリングを用いたシ  

ミュレーションによると、最初のヒトーヒト感染が発生してから21日以内に地域  

封じ込め作戦を実施し抗インフルエンザウイルス薬の一斉投与を開始することが  

必要とされている。   

② ウイルスの感染力   

wHOの地域封じ込めプロトコールの理論的根拠となったNature誌とScience誌  

に掲載された二つの論文では、新型インフルエンザウイルスの感染力を、指標と  

なる（基本再生産数）が1．8未満であった場合を想定している。WHOや欧米諸国を  

含む多くの国の′くンデミック対策では、R。に応じた対応策を策定している。出現  

するウイルス感染力が更に強く、もが大きくなった場合には、地域封じ込めの時  

間的猶予はさらに短くなる上、より徹底した対策が行われなければ成功は困難と  

なる。  

③ 発生状況   

1．発生症例数と疫学  

新型インフルエンザ発生が確認される場合、既に複数の症例が発生して  

いる状況が最も想定されるが、症例間の疫学的関連が確認できない場合は、  

既に地域流行が起こっていると考えられる。そのような場合は、成功は困  

難と考えられる。また、症例数が少なくても、感染性があると考えられる  

期間に広範囲に多数の接触者があった場合には、地域を限定した地域封じ  

込めは困難であると思われる。ただし、極めて限定的な地域に、疫学的関  

連が疑われる患者が発生した場合、地域を限定した地域封じ込めは検討さ  

れうる。  

2．発生地  

発生場所が、人口密度が高く交通量の多い都市部で発生した場合は成功  

の確率は低いと考えられる。ただし、発生場所が、人口密度が低く交通量  

の少ない地域や離島等で発生した場合は検討されうる。  

3．社会的条件  

永田町や霞ヶ関など政治や行政中心地となった場合や経済活動の中心  

地の場合には、地域封鎖を行うことにより、新型インフルエンザ対策全般  

に支障を来たしたり、甚大な経済的損失が発生したりすることが考えられ  

る。また、このような場所以外でも人の移動が制限されることになり、人  

権の侵害や社会活動の停滞といった大きな問題をきたすおそれもある。こ  

のように、地域封じ込めを実施することによるデメリットがメリットを上  

L一   
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回ると考えられる場合には、その実施は勧められない。逆に、メリットが  

デメリットを上回ると考えられる場合は検討されうる。  

4．新たな感染者の流入の阻止  

国内の地域封じ込め策は、その目的を達成するためには、検疫体制の強  

化等による国外から新たな感染者の侵入抑制策と連携して行うことが必  

要である。  

5．地域封じ込め作戦実施の徹底度  

容易に地域外に流出できる地理的条件がある等、対象地域内外のヒト  

の移動制限（地域封鎖）が困難な場合や、抗インフルエンザウイルス薬  

一斉投薬の服薬コンプライアンス、地域内外の発生状況監視が徹底され  

ない場合には、封じ込めの成功は困難である。また、抗インフルエンザ  

ウイルス薬服薬率は90％以上が必要とされる。  

なお、地域封じ込めの成功条件の一つとして、“新たな感染者の流入が  

ないこど’は重要である。  

1l．地域封じ込め作戦の構成要素   

地域封じ込め作戦の構成要素としては、指揮命令系続と役割分担、リスクコミュニ  

ケーション、監視体制と評価、海外からの新たな患者入国の抑制（水際対策）、患者  

の治療と管理、医療施設の感染予防策、対象地域内外の移動制限の要請（地域封鎖）、  

抗インフルエンザウイルス薬調達・配布・一斉投薬、個人感染予防策、対象地域内の  

社会活動制限（自発的自宅待機や集会・催事の中止等の要請）、職場の感染防止対策、  

学校の臨時休業、強化サーベイランス、疫学調査、接触者追跡調査、ウイルス学的検  

査システム、住民支援などが含まれる。   

患者の治療と管理、医療施設の感染防止策、個人感染予防策、職場の感染防止対策、  

疫学調査、接触者追跡調査、ウイルス学的検査システム等の詳細に関しては、関連す  

るガイドライン等を参照されたいb  

‖l．地域封じ込め作戟の内容   

＞ 第一期から継続実施項目  

基本的に第一期で実施していた項目は、原則として継続する。抗インフルエ  

ンザウイルス薬の予防内服中の者はそれを終了するまで継続する。ただし、そ  

の後の予防内服は、以下の方針へと変更する。   

＞ 水際対策の強化  

地域封じ込めを実施する場合には、新たな患者の侵入を最小限に抑える必要  

がある。第一期対応で実施している検疫対策を、必要に応じ強化する。（検疫  

ガイドライン参照）  

＞ 症例発生地域内外の移動制限  

地域封じ込めの地域範囲は、症例が感染性を有していたと考えられる時期の  

行動範囲を含む全市町村とする。原則的に、交通の遮断卿  

は自宅待機を強力に要請すること等により地域内外の人の移動制限を行う。  

＞ 地域検疫の実施  

やむ終えなく封じ込め対象地域から外部へ移動せざるを得ない場合は、都道  

府県により管理され感染リスクが無いと考えられる宿泊施設等で10日間隔離  

の上健康観察を行う。対象者が本人の健康上の理由等による場合は、地域外の  

医療機関で適切な感染防御策実施のもと医療を提供しつつ健康観察を行う。10  

日間無症状が確認された場合に上記を解除する。  

＞ 地域封じ込めの実施期間  

対象地域内で最後の症例が安全に隔離された日から、20 日間（10日間の予  

防投薬期間及びその後10日間の観察期間）新たな症例の発生が起こらなかっ  

た場合、もしくは、地域封じ込め作戦を中止した場合、地域封じ込めは解除さ  

れる。  

地域封じ込め作戦実施期間中に新たな症例が発生した場合には、その症例が  

安全に隔離された日から10日目にあたる日まで、途中中断する期間が無いよ  

うに抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬を継続する。  

＞ 抗インフルエンザウイルス薬一斉予防投薬  

国は、予防投薬用に備蓄している抗インフルエンザウイルス薬から、当該オ  

ペレーションに必要な分を都道府県まで輸送する。その間の輸送にかかる安全  

は国が責任をもつ。  

都道府県対策本部は、地域封じ込め市町村を管轄する保健所まで輸送する。  

都道府県は、地域内の様々なメディア（管内放送、広報車、テレビ、ラジオ、  

インターネット等）を用いて、抗インフルエンザウイルス薬服用に関する情報  

を対象者に伝えると共に、市町村を通じて対象者に1コース（成人で75mg／日、   

10日間）を配布する。本人に確実に配布し、本人の紛失等による再配布は行わ  

ない。小児の服用に関しては、体重により薬剤服用量が異なり調剤に労力を要  

することを考慮し、配布の簡便な方法を検討する。  

本予防投薬においては、対象者全員の予防内服をめざしつつも、必ずしも   

100％の予防内服が必要なのではなく、対象地域住民全体で90％以上のコンプラ  

イアンスを確保することが重要である。最終的に服薬を拒否する者や薬剤を紛  

失する者を可能な限り最小化することは必要であるが、不可避な場合の投薬は  

行えない。投薬に際しては、対象者本人または保護者、成年後見人等（以下、  
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本人等）による同意が必要であり可能な限り書面による同意を得ることが望ま  

しいが、迅速性が必要なためその書式等は可能な限り簡素化するべきである。  

＞ 封じ込め地域内の施設に所属し地域外で居住する者に対する対策  

封じ込め地域内の保育施設、学校、職場、福祉施設等に所属する看で、居住  

地が地域外にある者は、10日間、抗インフルエンザウイルス薬の予防内服と自  

宅待機を行う。その間の健康観察は居住地を管轄する保健所が実施する。  

＞ 服薬コンプライアンス、健康被害のモニタリング  

家族・施設内予防投与作戦  

＞ 対象地域内の行動制限  

対象市町村内の学校は全て臨時休業する。地域封じ込め対策の実施期間が遷  

延したり、地域的・全国的に感染が拡大したりする可能性もあることから、学  

校の臨時休業の期間が敷か月となることも想定される。文部科学省、教育委員  

会及び学校は、その様な場合の適切な教育の提供に関して事前に検討する。  

不要の集会や催事、行事の中止を要請する。映画館、劇場等はその臨時休業  

を要請する。  

＞ 自発的自宅待機Home quarantine  

対象者は可能な限り外出を避け自宅待機を行う。そのため、事前に一定期間  

外出しなくても良いだけの量の食料・水・日用品等を自宅に備蓄することが推  

奨される。外出に関しても可能な限り自宅近くに止め、遠方への外出は避ける。   

（感染対策に関しては、「個人及び一般家庭■コミュニティ・市町村における感  

染対策に関するガイド（案）」を参照）  

＞ 事業所や企業における対策  

家庭・施設内予防投薬作戦の章に同じ  

＞ 住民支援  

家庭■施設内予防投薬作戦の章に同じ  

＞ 精神的ケアとリスクコミュニケーション  

家庭一施設内予防投薬作戦の章に同じ  

＞ 強化サーベイランス  

家庭・施設内予防投薬作戦の章に同じ  

＞ 積極的疫学調査  

家庭・施設内予防投薬作戦の章に同じ  

＞ 対策の効果に関する情報収集と監視  

家庭・施設内予防投薬作戦の章に同じ  

第二期対応の選択肢を問わず、薬剤以外の感染拡大防止策の積極的な適応は、症例   

の発生した市町村が対象となる（感染拡大状況次第では、発生した都道府県に拡大も   

ありうる）が、都道府県内で症例の発生していない市町村及び他の都道府県において   

も、以下の項目を実施する。  

① リスクコミュニケーション  

適切な情報提供と、公的な情報提供方法（各種メディア、ホームページ、自動  

回答電話・ファックスサービスの電話番号等）を国民へ周知する。  

問い合わせ電話窓口、ファックス、インターネットホームページ、デジタル放  

送におけるデータ通信など、双方向のメディアを活用し、国民のニーズ把握を行  

う。  

② 個人や家庭における感染拡大防止策  

手洗いの励行などの個人防御策や、自宅待機に備えた準備を確認するよう勧奨  

する。  

③ 移動制限  

国内外の渡航制限勧告に関しては、疫学情報を分析し、適宜これを実施する。  

④ 強化サーベイランスの実施と情報共有  

把握されている症例は氷山の一角である、との前提に立ち、全国的に強化サー  

ベイランスを実施する。（詳細はサーベイランスガイドラインを参照）  

3． 経過の中間評価と方針修正の検討  

① 中間評価の時期と目的  

新型インフルエンザ発生時には、ウイルスの感染性と感染拡大、重症度、抗インフ   

ルエンザウイルス薬を含めた対策の効果や薬剤の副作用等、あらゆる知見が未確立な   

状況である。知見に基づき、対策をより効果的・効率的に修正していくために、中間   

評価を実施する。また、パンデミックフェーズ6になった場合や第二波、第三波の流   

行、さらには次のパンデミックに対する対策を視野に入れた様々な調査研究を推進す   

る必要がある。  

国の新型インフルエンザ対策本部及び都道府県対策本部では、適宜、疫学、ウイル   

ス学的知見、対策実施状況などの情報を整理し、発生状況と対策の効果などの中間評   

価を実施する。その際、国は諮問委員会を招集する。  

その際、遠隔会誰システム（電話会議システムなど）を活用し、会議運営の効率化   

を図る。  

② 方針修正の検討  症例地域外の対策  
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その後の対策との継続性や連携を考慮しながら、実施中の第二期対応につき、そ  

の継続、修正継続、完了と変更等を検討する。   

③ 地域封じ込め中止・終了の検討  

封じ込め対象地域内で感染拡大が継続する場合、地域住民や関係者の十分なコン  

プライアンスが得られない場合、周辺地域で症例発生が継続し封じ込め対象地域の  

拡大で対応できないと判断された場合、世界的な流行が発生した場合、封じ込め作  

戦継続によるデメリットがメt」ツトを超えていると判断され継続が困難と考えられ  

る場合は、都道府県と国は直ちに協議を行い、諮問委員会へ諮問をおこなった上で  

作戦を中止する。地域封じ込めが成功した場合も中止・終了する。   

④ フェーズ6対策上重要となる課題  

ウイルスの基本再生産数（‰）の評価、治療効果、予防投薬の効果、予防投薬中  

の無症候感染の評価と免疫獲得状況、ウイルス学的解析（変異含む）、薬剤耐性ウイ  

ルスの評価、マスクやPPEの有効性の評価、不敗性感染の有無、症例と対面接触が  

あった直接対応実施者（医療従事者や公衆衛生対応スタッフなど）における免疫獲  

得状況（imunedstaff評価）、院内感染発生状況等は、′くンデミック期対策におい  

ても重要であり、都道府県や国は連携して積極的な調査研究を推進する。発生現場  

における現地調査研究は、都道府県の対応と密接に関わることから、都道府県対策  

本部の指揮の下で実施することが必要となる。国は、都道府県の了解を得た上で、  

現地へ医療専門家、感染予防専門家、微生物専門家、疫学専門家や統計学専門家な  

ど必要とされる様々な分野の専門家の派遣などを行い現地調査研究を支援する。ま  
た、現地調査を伴わない課題に関しては、研究グループの設立等を行い、これを主  

体的に実施する。   

4．予防投薬目的の抗インフルエンザウイルス薬の備蓄  

我が国で抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬を実施するシミュレーション  

研究が無いため必要な抗インフルエンザウイルス薬量の推定は困難であるが、上記の  

タイ農村部を想定した研究や米国の研究を参考にすると、少なくとも100万人分単位  

の量が必要となると考えられる。仮に地域封じ込めを、4か所の地域で、1地域あた  

り人口10万人を対たに、60日Ⅶ実施したとすると、4xlO万X6コースX7知glカ  

プセル（小児の投薬1による補正を実施せず）が必要となる（治療ドース換井で240  

万人分㍉  

手た、感染者に十分に防御なく壌露する可能性のある医療従書看科こついては、特  

良三レバンデミックワクチン接種lこより免疫を得るまでの間、抗インフルエンザウイ  

ルス薬の予防投与の必要になる可能性が高いことを加味すると、300万人分程度は備  

蓄する必要があると推測される。  

5．「早期対応」以降のパンデミック期対策との連続性  

早期対応戦略は、地域－こおける新型インフルエンザウイルスの封じ込めという  

明確な目標が存在する○その目標が達成された場合、もしくは、達成が困難と判  

艶された場合には速やかに早期対応戦略を終了する必要があるbその場合、WHOの  

バンデミックフェーズにカ、力、わらず、薬剤以外の感染拡大防止策は間を空lナるこ  

となく実施し、速やかにパンデミック期対策へ移行する。その際、予防投薬が行  

見る状況（備蓄に余裕がある場合）であれば、家庭・施設内予防投薬もしくは接  

触者予防投薬を行う。  

6．リスクコミュニケーション   

① 事前のリスクコミュニケーション  

早期対応は、迅速な対応と同時に、関係者の理解、高いコンプライアンスの達  

成が必要となる。国、都道府県、市町村などの行政主体、公衆衛生関係者、医療  

関係者、関係部局関係者、一般市民など、関係する多くの人々が、新型インフル  

エンザの脅威と早期対応及びその後の継続的な対応（フェーズ6対応）の必要性  

に関して少なくとも共通理解を持つことが必須である。その上で、個々が備えて  

おくべきこと、組織として備えておくこと、情報伝達・情報共有のシステム構築、  

連携して対応するためのシステムやネットワークの構築・発展などを行うことが  

重要である。国及び地方自治体は、そのための基本的なリスクコミュニケーショ  

ンを日常より十分行うぺきである。  

② 早期対応実施の際のリスクコミュニケーション  

地域封じ込め作戦を含む早期対応に際して、関係者や対象者に対し十分理解し  

てもらうのと同時に、対策実施中には、対象者のニーズに即した情報提供を行う  

ことが重要である。また、非対象者である周辺住民や県民、国民に対して適切な  

情報提供を行う。  

6．．人材育成と人材確保   

① 業務分類  
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新型インフルエンザ発生時には、調査対応のために、かなりの人的資源が必要  

となる。そのため、通常業務も含め必要な業務を、職員以外の看では行えない外  

部委託不可能な業務、臨時職員やボランティアを含めた外部の人材に一定の研修  

を行うことで担当させる事が可能な業務、外部委託が可能な業務に分類し、整理  

しておくことが重要である。  

② スタッフの研修  

発生時対応に備えて、外部委託不可能な業務を中心にスタッフの研修・訓練を  

行っておく。  

③ サージキヤ′くシティ4（臨時スタッフの研修等）  

新型インフルエンザ発生時には、他の地域からの応援は期待できない。一方で  

ニーズは急増する。そのため、必要な人材を地域内で確保するシステムを構築す  

る必要がある。例えば、地域封じ込め作戦の際の抗インフルエンザウイルス薬予  

防投薬の場合には、配布する対象者が数万人に上る可能性も想定され、薬剤の運  

搬配布、服薬指導、服薬コンプライアンスのモニター等の業務も生じる。さらに、  

症例の接触者に対しては、健康状態の追跡調査を継続的に実施する必要がある。  

これらの膨大な業務は、保健所のみならず、市町村保健師などが一幕的に担うが、  

これら公衆衛生関係のスタッフでは対応することはできないと想定される。その  

場合、例えば、退職者を活用したり、医学生・看護学生などの地域の潜在的な人  

材を、患者と直接接触がなく感染リスクの殆どない業務（電話による調査や定型  

的な電話対応など）を行う臨時スタッフやボランティアとして活用する様なシス  

テムを構築することも検討される。このような人材確保のためには、身分と権限、  

研修と認定、関係者の調整等の課題があり、事前に国による体制整備や都道府県  

による地域計画が必要である。  

参考資料1  

WHO pandemic influenza draft protocol foy rapid response and containment 

（updated draft30May2006）URL：httD：／／www．who．int   

Longini，［M，et．al．Science309：1083－1087，2005   

Fergason．NM，et．al．Nature437：209－214，2005   

Germann TC．et．al．PNASlO3：5935－5940，2006  

参考資料2  

Furgasonら（Nature437：209－214，2005）では、タイの農村部を想定し、地域封  

じ込めの対象を半径10km以内、人口ト5万程度としている。また、WHOの早期封じ込  

めプロトコール案でも、その対象設定を採用しているが、日本の場合には、人口密度  

や日常的なヒトの移動も大きいため、更に大きな人口を対象とすることを想定するべ  

きであろう。  

2006年10月現在、全国約1800の市町村のうち約90％は人口15万人以下、80％は10  

万人以下である。一方、1万人程度かそれ以下の市町村が約1／3を占める。  

仮に地域封じ込めを、4か所の地域で、1地域あたり人口10万人を対象に、60日間  

実施したとすると、4xlO万X6コースX75mglカプセル（小児の投薬量による補  

正を実施せず）が必要となる。（治療ドース換算で240万人分）さらに、第一期対応  

における予防投薬や地域封じ込め作戦終了後の接触者予防内服も加味すると、更に必  

要量は増えると思われる。  

前述した［Science309：1083－1087．2005］では地域封じ込めのために10万～100万  

人分、［Nature437：209－214．2005］では、300万人分の抗インフルエンザウイルス薬  

の備蓄が必要であると示唆している。  

〔PNASlO3（15）：5935－5940．2006］では、米国でRo＝1．9（2．1）の新型インフルエ  

ンザが発生し、発症者が1万人に達した時点（初発例から20－30日後に相当）から全  

国で一斉に対策を開始する状況を想定した数学的モデル分析にて、TAP（本稿で言う  

家庭▲施設内予防投薬）、学校の臨時休業、Socialdistancing5を併せて実施した場合  

の抗インフルエンザウイルス薬の必要丑を、160万人分（Ro＝1．9）、330万人分（Ro  

＝乙1）と推定している。  

さSoGiさtdisatanclng  

人と人の社会的距離を保つ対策の事で、人混みを避けたり、集会を扱える等の事を指す。  
1サージキャパシティ   

緊急対応の際に、迅速に動員することの出来る対応能力を指す。  
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医療体制に関するガイドライン（案）  

1．はじめに  

○平成1了年関係省庁対策会議で策定した「新型インフルエンザ対策行動計画」の医療体   

制において、フェーズ4Aでは、「医療機関に対して新型インフルエンザ疑い患者はト   

リアージ方針に従い指定医療機関において検査・診療を行うよう指示する。J、フェーズ   

4Bでは、「新型インフルエンザの症例定義により疑い患者となった場合は、感染症法   

に基づき、入院勧告を行い、確定診断を行う」等明記されているが、より具休的な行勤   

については示されていない。  

○今般、各関係者がより具体的に行動できる指針としてガイドラインを作成した。本ガイ   

ドラインは今後も持続的に検討し、必要に応じて随時更新していくものとするが、医療   

機関及び都道府県等が本ガイドラインを参照し、対策を講じることが望まれる。  

○なお、新型インフルエンザの診断・治療は、実際にヒトーヒト感染が発生した段階で新   

たに症例定義（「要観察例」「疑似症」「確定患者」）を設け、診断方法を示し、また、あ   

る程度の症例経験を重ね、知見が積みあがった段階で治療方法等を示すこととし、現段   

階では「インフルエンザ（H5Nl）に関するガイドライン ーフェーズ3－」の「Ⅲ   

診断1治療ガイドライン」を参照されたい。  

2．患者数の増加に応じた医療体制の確保   

本ガイドラインでは、新型インフルエンザ患者の数の増加を指標として、医療体制を玉  

野階に分廿て記述した㈱ズとは必ずしも一致し  

ていない。新型インフルエンザの性質によっては、第一段階力、ら第三、第四段階まで数日  

間で進展してしまう可能性も想定しておく必要がある。  

（案）  

医 療 体 制 に 関 す る ガ イド ラ イ ン  

（1）発熱相談センターの設置   

○働こ発   

熱を有する患者から相談を受叶る休制（発熱相談センター）を警備するとと引こ、ポ   

スタ僻電話等に  

より問い合わせることを、卿  

○ 相談窓口は、患者の早期発見、患者が事前通報せず豆直接医療機関を受診することに  

新型インフルエンザ専門家会議  

平成19年3月14日版  
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よる他の患者への感染の防止、地域住民への心理的サポート、特定の医療機関に集中  

しがちな負担の軽減等を目的とする。  

○頗（症状、患者接触歴、渡航   

歴等）から新型インフルエンザを疑った場合、「アスクを着用した上、感染症‡旨定医療   

機関等を受診するよう指導を行う。新型インフルエンザの可能性がない患者に関して  

は、適切な情幸艮を与え、近医を受診するよう手旨導を行う。  

○㈱   

（2）抑（感染症事旨定医療機関等）を即応体制lこ  
土塁   

○ 新型インフルエンザ流行の初期には、卿、わらず入院勧告の   

対象となるため、春樹こ把握  

しておく必要がある。勧告にもとづく新型インフルエンザ患者の入院診療を担うのは、  

以下の医療機関である。  

1．感染症指定医療機関 第一種 （特定、 、第二種）  

2．結核病床をもつ医療機関など「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき都道  

府県等が病床の確保を要請した医療機関（以下、協力医療機関） 

（上記1．2を併せて「感染症指定医療機関等」と略す）  

感染症指定医療機関においては、必ずしも感染症指定病床に限定せず、施設の規模  

等を勘案した上で新型インフルエンザ患者受け入れ可能人数を事前に試算しておく。  

褐始▲推進する（新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン参照）  

第二段階：当該都道府県内に新型インフルエンザ患者が発生し、入院勧告措置に基いて  

感染症指定医療機関等で医療が行なわれる段階   

感染症病床等の数は、先述のとおり都道府県の試算により決定される。「第二段階」●は、  

都道府県の感染症病床等が満床になるまで、と定義されるので、第二段階の時期は各都道  

府県により異なる。  

（1）新型インフルエンザ発生初期の医療機関の体制  

1）一般病院及び診療所等  

新型インフルエンザが疑われる患者は、発熱相談センターを介して感染症指定医療機   

関等を受診することが期待されるが、直接患者が感染症指定医療機関等以外の病院、及   

び診療所（以下受診医療機関）を受診した場合、以下の対応をとる。  

○ 受診医療機関の医師は、新型インフルエンザが疑われる患者を認めた場合、問診に  

よりトリや患者との接触歴、及び海外渡航歴等を確認する。   

○ 受診医療機関は、患者が「要観察例」に該当すると判断した場合、直ちに最寄りの 

保健所に連絡する。   

○ 受診医療機関は、患者に新型インフルエンザ検査を実施することができる感染痺指  

定医療機関等への転送について、保健所に相談する。   

○ 受診医療機関は、新型インフルエンザ検査が検査機関において約半日以上かかるこ  

とから、あらかじめ患者に対し、感染症指定医療機関への任意入院（新型インフル  

エンザの検査結果が出るまでは、任意の扱いとなる）を勧奨する。その場合、病院  

の他の病室等へ新型インフルエンザウイルスが流出しないような構造設備を持つ  

病床を使用する（例として陰圧制御可能な病室が挙げられる）。   

○ 受診医療機関は、保健所を通じて感染症指定医療機関が満床と確認した場合、結核  

病床をもつ医療機関など、「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき都道府県  

が病床の確保を要請した医療機関（協力医療機関）への任意入院を勧奨する。その  

場合、陰圧制御が可能な病室を使ったり、1フロア、1病棟を新型インフルエンザ  

専用にするなど、病院の他の病室等へ新型インフルエンザウイルスが流出しないよ  

う配慮する。   

○ 受診医療機関は、感染症法15条の調査に協力する努力義務があることから、当業  

務を迅速に実施させるため、「待合室」等で患者と接触したと思われる一般来院者  

について連絡先等の情報を整理した名簿を作成しておくことが望ましい。   

○ 受診医療機瀾は、都道府県等からの感染症法第15条に基づく調査の求めに応じて、  

連絡名簿を保健所に提出する。（保健所における対応は「積極的疫学調査ガイドラ  

においても、陰圧病室等に限定せず、1フロア、1病棟を新型インフルエ  

シザ車用にするなど、病院の他の病室専へ新型インフルエンザウイルスが流出しない  

ネうな構造をもつ病室も含め、受け入れ可能患者数を試算しておく。都道府県等は、  

これらの試算をもとに、新型インフルエンザ発生初期に同疾患患者を収容するために  

使用可能な病床数を決定し、対策立案の基礎資料とする。この病床を、以下「感染症  

病床等」と略す。  

＊ 結棲病床については、既に該当病棟で行われている必要な結   

空床の致が多い等から病棟の転用が可能な病床について利用  
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○感染症指定医療機関等は、この段階から即応体制をとる必要がある。都道府県等は、こ   

れらの医療機関の準備状況を把握し、その準備を支援する（人材調整、感染対策用器材、   

抗インフルエンザウイルス薬等）。  

○新型インフルエンザ患者が未発生でも、疑い患者（不安患者）は多数発生し、入院を必   

要とする例もあると予想される。このような場合も感染症指定医療機関等が患者を受け   

入れることになるが、新型インフルエンザが否定された時点で患者を退院もしくは一般   

病院に転送してよい。  

○都道府県は、優先順位に応じ、上記医療機関の職員にプレパンデミックワクチンの接種  
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場合、患者とその接触者に対し、それ以外の医療機関と同様の対応を行う。  イン」を参照）  

■ 患者が感染症指定医療機関や協力医療機関（感染症指定医療機関等）への入院に  

同意した場合   

○ 受診医療機関は、受け入れ医療機関に患者の受け入れが可能であることを確認し、  

自家用車もしくは自前の搬送車で感染症指定医療機関等へ搬送する。公共交通機  

関の使用は避ける。また、緊急性があれば救急車の利用を考慮する。受診医療機  

関は、患者に関する情報を受け入れ医療機関及び搬送者に伝え、搬送者は十分な  

感染対策をとった上で患者を搬送する（「医療施設における感染対策ガイドライ  

ン」参照）。  

○ 保健所は、新型インフルエンザウイルスの検査結果を受け入れ医療機関、受診医  

療機関及び名簿に記載された者に伝える。  

■ 患者が感染症指定医療機関等への入院に同意しない場合   

○ 受診医療機関は、検査の結果が判明するまで、患者に受診医療機関もしくは自宅  

での待機を指導する。その際には患者にマスクの着用、人混みを避ける等適切な  

感染対策について指導する。  

○ 新型インフルエンザウイルス検査が陽性の場合、保健所はその結果を患者に連絡  

し、感染症法第19条に基づき、原則感染症指定医療機関への入院を患者に勧告  

し、移送する。感染症指定医療機関が満床の場合は、協力医療機関への入院を勧  

告する   

○ 新型インフルエンザウイルス検査が陰性の場合、保健所はその結果を患者、受診  

医療機関及び連絡名簿に記載された者に連絡する。その際保健所は、患者の症状  

が悪化した場合は、直ぐに医療機関又は保健所に連絡をとるよう指導する。  

2）感染症指定医療機関等  

○ 感染症指定医療機関等は、新型インフルエンザと診断され、感染症法19条に基づ  

く入院勧告を受けた患者に対し、症状の程度にかかわらず入院診療を行う。  

○ 感染症指定医療機関等は、「要観察例」あるいは「疑似症」「確定患者」に該当する  

患者を受け入れる場合、前医療機関から患者の情報を受け取り、PPE（Personal  

ProtectiveEquipment、マスク・ガウン等の個人防御具）装着など感染対策を行っ  

た後患者を受け入れ、患者の同意を得て入院させる（医療施設における感染対策ガ  

イドライン参照）。  

○ 新型インフルエンザウイルス検査が陽性の場合、保健所は感染症法第19条に基づ  

く入院勧告を行い、医療機関は患者の診療を継続する。  

○ 新型インフルエンザウイルス検査が陰性の場合、症状にあわせて入院継続の必要性  

を検討する。他医療機関へ転送することが望まれる。  

○ 新型インフルエンザの症状を有する者が最初に感染症指定医療機関等を受診した  

（2）発熱外来の設置  

1）発熱外来   

○ 発熱外来は、新型インフルエンザの患者とそれ以外の患者とを振り分けることで両  

者の接触を最小限にし、感染拡大の防止を図るとともに、新型インフルエンザの診  

療を効率化し混乱を最小限にすることを目的とする。   

○ 都道府県等は地域医師会等と連携し、あらかじめ発熱外来を設置する医療機関や公  

共施設等のリストを作成することが望ましい。新たに診療所として設置する場合、  

必要な手続きを行う際、発熱外来は一時的なものであることカ、ら、設置手続きは簡  

易であることが望まれる。   

○ 都道府県や医療機関等は、ポスターや広報誌等を活用して発熱外来に関する情報を  

地域住民へ周知し、発熱を有する患者は発熱外来を受診するよう呼びかける。   

○ 都道府県等は、感染拡大の防止の観点から、発熱外来を可能な限り早期に設置する  

ことが望まれる。新型インフルエンザ発生初期においては、患者数や医療従事者の  

確保状況を踏まえ、患者が30分以内で受診できるようにするなど、数多く設置す  

ることが望ましい   

○ 発熱外来においては、受診した患者に対し問診や診察、投薬等を行い、新型インフ  

ルエンザの症状等を認めた場合は、関係機関と連携し必要な対応を行う。   

○ 発熱外来の医療従事者等は、PPE装着等十分な感染対策を行う（医療施設におけ  

る感染対策ガイドライン参照）。   

○ 都道府県等は、地域医師会等と連携し、数名の医療従事者がチーム体制を組む等し  

て、発熱外来の診療を交代で担当するよう努める。   

○ 発熱外来の形態は、都道府県等の特性に応じて決めてよい。形態の例を、以下にあ  

げる。  

・感染症指定医療機関において専用外来を設置する（通常の患者と接触しないよ  

う、入り口等を分ける）  

・既存の診療所、地域健診センター等を転用する。  

・公民館や体育館などの公共施設に医師等を派遣して運営する。  

・医療機関の敷地内におけるプレハブ等を利用して運営する。   

○ 都道府県等は発熱外来の運営を支援するため、感染対策器材の調達、受診医療機  

園の調整、人材の配分、ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬の確保などを行  

なう。   

○ 都道府県等は、地域のニーズに応じて発熱外来を増設する。  

2）感染症指定医療機関ならびに協力医療機関以外の医療機関   

○ 新型インフルエンザの診療を当該医療機関で行わない医療機関は、新型インフル  

工ンザ以外の診療に専念し、医療サービスの維持に努めるとともに、必要に応じ  

－104－   
－103－  



て発熱外来等に医師を派遣するなどして協力する。  

第三段階：新型インフルエンザ患者が増加し、入院勧告措置が解除され、当該都道府県内  

の全ての医療機関において新型インフルエンザに使用可能な病床を動員して対  

応する段階   （3）行政の対応  

1）都道府県等   

○ 受診医療機関から「要観察例」の報告を受けた保健所は、感染症法15条に基づ  

き速やかに受診医療機関に出向き、受け取った「要観察例」患者の検体を地方衛  

生研究所に搬送するとともに、都道府県内の感染症指定医療機関等に連絡をとり、  

患者の受け入れの調整を行う。   

○ 保健所は、都道府県等からの感染症法第15条に基づく調査のため、受診医療機  

関に連絡名簿等についての情報を求める。   

○ 新型インフルエンザウイス検査が陽性の場合   

・保健所は、検査結果を受診医療機関及び感染症指定医療機関等に伝え、「患者」  

「疑似症患者」として、感染症法案19条に基づき感染症指定医療機関等への  

入院を患者に勧告する。   

・保健所は、新型インフルエンザ患者（疑似症を含む）を認めた場合、感染症法  

第15条に基づき、患者の感染源や接触者の調査（積極的疫学調査）を行う。  

（詳細は「積極的疫学調査ガイドライン」を参照）   

・患者の家族や、「待合室」等で患者と接触したと思われる来院者等の接触者に対  

し、10日間の経過観察、外出自粛、健康管理の実施及び、有症時の医療機関  

受診等の対応を指導する。   

○ 新型インフルエンザウイルス検査が陰性の場合  

・保健所は、患者、受診医療機関、受け入れ医療機関及び連絡名簿に記載された  

者に検査結果を伝える。   

○ 感染症指定医療機関等に対し、プレパンデミックワクチン、抗インフルエンザウ  

イルス薬、感染対策用器材等が円滑に供給されるよう調整する（各ガイドライン  

を参照）。  

都道府県知事は、状況が第三段階に移行したと判断した時点で、国と協諾した上で感染  

症法第19条に基づく新型インフルエンザ患者の入院勧告を中止する。第三段階では、盈  

で述べる一部例外を除き、原岬こ応じて新型イン  

フルエンザ診療を担テ。  

（1）発熱外来の役割   

○ 発熱外来においては、新型インフルエンザ患者とそれ以外の患者を振り分け、感  

染拡大を防止するとともに、患者の症状の程度から入院治療の必要性を判断する  

（入院勧告の措置は解除されるので、医学的に入院が必要と判断される重症者の  

みが入院の対象となる）。   

○ 発熱外来においては、患者に入院治療の必要性を認めなければ、必要な投薬を行  

い、極力自宅での療養を勧める。   

○ 発熱外来においては、患者に重度の肺炎や呼吸機能の低下を認め、入院治療の必  

要性を認めた場合、保健所等の協力を得ながら、医療機関への入院を調整する15〉。   

○ 上の目的のための発熱外来の形態は、先述のとおり各都道府県等がその特性に合  

わせ決めてよい。  

（2）医療機関の対応   

○ この時期には、次に述べる新型インフルエンザの診療を行わない医療機関を除き、  

全ての医療機関が新型インフルエンザの診療に参加する。   

○ 医療機関は新型インフルエンザ治療の病床確保のため、すでに入院中の患者であ  

っても、自宅での治療が可能な患者に対し、病状を説明した上で退院を促し、自  

宅での療養を勧める。   

○ 医療機関は、空いた病床を用いて、重度の肺炎や呼吸機能の低下等を認め、入院  

治療を必要とする新型インフルエンザ患者の入院を受け入れる。   

○ 新型インフルエンザ患者であっても、回復し医学的に自宅療養可能と判断される  

ものについては極力自宅療養を推奨する。   

○ 新型インフルエンザ患者の入院については、一時的に新型インフルエンザ患者専用  

の病棟を設定する等して、新型インフルエンザ患者と一般患者とを物理的に離し、感  

染対策に十分配應する。なお、この段階では、新型インフルエンザの確定検査を全  

症例に実施することはできないと考えられるので、御して部屋  

を分けるなどの現場でのエ夫が必要である。   

○ 医療機関は、待機的入院、待機的手術を控える。患者には緊急以外の外来受診は  

避けるよう啓発する。  

－106－   

2）厚生労働省   

○ 国内の新型インフルエンザ患者発生状況を把握しつつ、プレ′くンデミックワクチ  

ン、抗インフルエンザウイルス薬、感染対策用器材等が適正かつ円滑に流通する  

よう調整する）。   

○ 新型インフル工ンザ患者発生の動向をみながら、通常のインフルエンザ患者に対  

する抗インフルエンザウイルス薬の使用を控える時期を判断し、都道府県を通じ  

その旨を各医療機関に伝える。  

－105－  



○ インフルエンザ以外の医療も可能な限り維持できるよう、各医療機関は診療体制   

をエ夫する。棚引こ努める0  
連携、病病連携は、地域の自助㌧互助のために重要である（都道府県等は地   

如平時より新型インフル工ンザを想定した病診連   

携、病病連携の構築を推進することが望ましい）。  

第四段階＝入院が必要な新型インフルエンザ患者数が膨大となり、医療機関内の既存の病  
床以外にも、新たに病床を増設することが必要となる段階  

医療機関以外においても医療を提供できる体制を確保する  

○都道府県等は、入院治療が必要な新型インフルエンザ患者が増加し、医療機関の収  

容能力を超えた場合は、入院治療が必要な重症の新型インフルエンザ患者等に対し、  

医療機関以外においても医療を提供する体制の確保に努める。   

○都道府県等は、地域医師会と連携し、必要に応じ医療従事者を訪問させることで、  

施設内で必要な診療を受けることができるようにする。   

○医療機関以外において医療を提供する場として、感染拡大の防止や衛生面から、以  

下にあげる条件を満たす公的研修施設等の宿泊施設が望ましい。  

・大人数の患者の宿泊が可能なスペース、ベッド等があること  

・トイレやシャワーなど衛生設備が整っていること  

・食事の提供ができること  

・冷・暖房の機能があること  

■十分な駐車スペースや交通の便があること   

○郵自施矧ま、感染拡大時の一時的なものであることから、医療法上の医揖施設では  

なく、居宅の延長線上のものとして整理する。  

3）新型インフルエンザの診療を行わない医療機関柑）   

○ インフル工ンザ以外の医療を破綻させないため、地方自治体等の判断により新型  

インフルエンザ診療とは分離された医療機関（例えば透析病院、癌センター等）  

を設置してよい。   

○ 新型インフルエンザの診療を当該医療機関で行わない医療槻関は、新型インフル  

エンザ以外の診療に専念し、インフルエンザ以外の疾患についての医療を維持す  

る役割を担う。また、新型インフルエンザの診療を行わない医療機関においても、  

医師等は自宅療養中の新型インフルエンザ患者の往診や、発熱外来の診療等に、  

必要に応じて協力する。  

（2）行政の対応  

1）都道府県等   

○ 都道府県等は、重症の新型インフルエンザ患者の入院が優先的に行われるよう、  

医療機関の空床把握やその情報提供に努める。   

○ 都道府県等は、自宅療養中の新型インフルエンザ患者やその家族に対し、広報や  

hp等を活用して、家族間の感染予防に努めるよう指導する。   

○ 医療機関以外での感染状況や診療の人的体制を勘案し、発熱外来の維持の是非を  

験討する（設置数の増減、設置そのものの中止など）。   

○ 都運府県内で、抗インフルエンザウイルス薬、卿骨  

に流通するよう調整する。   

○ バンデミックワクチンが供給された場合、適切かつ迅速に流通するよう調整する  

（新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン参照h  

2）厚生労働省  

○ 国内で、抗インフルエンザウイルス薬、感凛対策用器材等が適正かつ円滑に流通  

するよう調整する。   

○ パンデミックワクチンが使用可能となった場合、適切力、つ迅速lこ流通するよう調  

撃する。   

○ 不要不急な外来受診、救急車の要請、入院を控えるよう国民へ呼びかける。  

○都道府県等は、新型インフルエンザの流行が終息段階に入ったと判断された時点で以下   

卓実施する。  

○発熱外来を解散させる巨  

○平常の医療サ嘩  

○都遭府県等の新型インフルエンザ流行による被害を把握し、分析す㌫  

○新型インフルエンザ第二波への準備を開始する。  

○ 新型インフルエンザに罷患し免疫を獲得した医療従事者等については、再度新型イン  

フルエンザに従事することが望まれる。   

3．医療従事者の確保、パンデミックに備えての研修■訓練の実施  
○ 都道府県は、専門以外の医師についても、新型インフルエンザの診療を行うチームを  

組む等して、医療従事者の確保に努める。  

○ 都道府県は、パンデミック発生時には医療従事者が不足する場合が想定されるため、   

地域医師会と連携し、事前に医療従事者（医師、看護師等、保健師等）を把握し、必  

要に応じて協力を依頬する。  
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○ 医療従事者に対しガウンテクニック等の研修を行うなど、医療従事者の感染予防に対  

し十分な準備を行う。  

○ 研修・訓練に際し、パンデミック期には寺門以外の医師もインフルエンザ診療に動員  

される可能性があることを想定する。  

4．医療資材の確保について  

○ 十分な感染防止や診断が行えるよう、都道府県や医療機関、消防機関等は、PPEや   

診断キットを備蓄しておく。都道府県等は、特に発熱外来や医療機関において、PPE   

及び診断キット等の備蓄や流通の調整、確保ならびに支援を行う。  

参照：HP国立感染症研究所 感染症情報センター  

島（H5Nl）・新型インフルエンザ（フェーズ3～5）対策における患者との接触に関するPPE  

（個人防護衣）について httpノ＾dsc．nih．EO．ip／disease＾nf［uenza／05E）ande．mk．htmI  

Oパンデミック時には、人工呼吸器等の医療材料の需要が増加することが見込まれるので、   

各都道府県等は、入院医療機関において必要な治療が継続して行われるよう、人工呼吸   

器等の医療材料の確保がなされているか把握を行う。  

が重要である。  

○ 社会福祉施設等は、施設外からの新型インフルエンザウイルスの侵入防止のため、新   

型インフルエンザの症状を有する者の短期入所、通所施設等の利周を制限するととも   

に、新型インフルエンザの症状を有する従業員等に、指定された医療機関への華診勧   

奨や出勤停止を求める。また、新型インフルエンザの症状を有する家族等への面会の  

制限を行う。  

○ 入所者の中で新型インフルエンザの症状を有する者がいた場合、速やかに最寄りの保  

健所に連絡・相談し、当該者を指定された医療機関に受診させる。  

○ 感染症指定両機関等が満床の場合、入院治療を必要としない新型インフルエンザ患者  

は、施設内において医療機関と連携し治療・療養を行う。その際、他の入所者への感  

染防止のための個室移動や従業者等の感染防止対策、当該者への不用な面会の禁止等  

の感染防止対策を行う。  

○ 高齢者においては特に、脱水症状を呈したり急変したりする可能性が高いことを考慮  

し、往診や医療機関との緊密な連携により治療・療養を行うとともに、呼吸機能の悪  

化等により入院治療が必要な場合は、保健所と連携し、必要な治療を行うことのでき  

る医療機関へ搬送する。  

○ 集団感染が発生した場合、速やかに最寄りの保健所に連絡・相談し、指定された医療  

機関等への受診を行う。場合によっては、医療機関と相談し、往診により診察するこ  

とも検討する。また、各都道府県の担当部局等への報告等を確実に行う。  

○ 施設内における新型インフルエンザ対策については、「高齢者介護施設における新型イ  

ンフルエンザ対策等の手引き」等を参照する。  

○ 社会福祉施設等は都道府県一市町村の福祉部局と連携しながら、上記対応を行う。  

8．患者搬送及び移送について  

1）患者搬送に必要な準備について  

○ 感染症法第19条に基づく入院勧告が行われた患者の移送については、感染症法上、  

都道府県知事が行うこととされているため、都道府県においては、N95マスクや手  

袋の備蓄等、「医療施設における感染対策ガイドライン 6 患者搬送における感染対  

策」を参考に、感染予防のため必要な準備を行う。  

○ 感染症法第19条に基づく入院勧告のなされていない患者については、緊急性があれ  

ば消防梯関による搬送が行われることとなるが、この場合であっても、消防機関にお  

いては、N95マスクや手袋の備蓄等、「医療施設における感染対策ガイドライン 6  

患者搬送における感染対策」を参考に、感染予防のため必要な準備を行う。  

2）バンデミック発生時における患者移送体制について  

○パンデミック発生時に入院勧告を行われた患者が増加すると、都道府県による移送では   

対応しきれない状態が想定されるため、都道府県は、事前に消防機関等関係機関と協議   

し、パンデミック発生時における患者の移送体制を確立させるn  

O新型インフルエンザの症状を有する者の数が増加した場合、患者を迅速に適切な医療機   

関へ移送できるよう、患者移送を行う機関（都道府県及び消防機関等）と医療機関にあ  

6．在宅医療について  

○感染症指定医療機関等が新型インフルエンザ患者で満床になった場合、感染症法第19   

条に基づく新型インフルエンザ患者の入院勧告が中止となるため、自宅での治療が可能   

な者においては、自宅での療養が奨励される。  

○都道府県や医療機関等は、電話相談、訪問、HP等により、在宅の新型インフルエンザ   

患者に対し必要な情報提供や、外出自粛等の指導を行う。  

○在宅の新型インフルエンザ患者に対する、見回りや往診、訪問看護等については、新型   

インフルエンザの診療を行わない医療機関等の医師等が積極的に関与することが望ま   

れる。  

○在宅の新型インフルエンザ患者及びそれ以外の患者に対し、外出の自粛が長期に及ぶ場   

合、医療機関や調剤薬局等は連携を図り、電話相談や必要な薬剤の受け渡しなどを行う。  

○ 医療機関等は都道府県・市町村の福祉部局と連携しながら、上記対応を行う。  

○ 自宅で亡くなった場合の対応については、「医療施設における感染対策ガイドライン】   

を参照する。  

○ 都道府県等は、平時より、インフルエンザパンデミックを念頭においた病診連携、病   

癖連携の構築を推進する。  

7．社会福祉施設等について  

○ 社会福祉施設等においては、比較的感染しやすい利用者が多いため、施設外からの新  

型インフルエンザウイルスの侵入防止や、施設内での感染拡大を予防する対応の徹底  
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っては、積極的に情報共有等の連携を行う。  

○新型インフルエンザ患者等による救急車の要請が増加した場合、従来の救急機能を稚持   

するために、不要不急の救急要請の自粛や、症状が軽微な場合における民間の患者等搬   

送事業者の活用等の普及啓発を行い、救急車の適正利用を推進する。  

9．医療施設におけるライフライン  

○パンデミック発生により社会機能が低下した事態においても、医療施設は必要な入院機   

能を継続するために、電気、水、食料等のライフラインを確保する。都道府県等は、こ   

れらのライフライン確保を支援する。  
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